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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放するための方法であって、
　ハンドオーバ元中間ノードによって、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによ
って送信されたユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージを受信するステップであって
、前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージは、前記ハンドオーバ元アクセスネッ
トワークノードからハンドオーバ先アクセスネットワークノードにＸ２インターフェース
を介してハンドオーバされてしまった、または、前記ハンドオーバ元アクセスネットワー
クノードからハンドオーバ先アクセスネットワークノードにＸ２インターフェースを介し
てハンドオーバされている、ユーザ機器の識別子を運び、
前記ハンドオーバ元中間ノードは前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードとコア
ネットワークノードとの間にある、ステップと、
　前記ハンドオーバ元中間ノードによって、前記ユーザ機器の前記識別子に対応する前記
ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放するステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージが、終了識別子を運び、前記ユーザ機
器コンテキスト解放要求メッセージの前記終了識別子が、前記ハンドオーバ元中間ノード
がもはや前記コアネットワークノードに前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージ
を送信する必要がないことを示す請求項1に記載の方法。
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【請求項３】
　前記ハンドオーバ元中間ノードによって、前記ユーザ機器の前記識別子に対応する前記
ユーザ機器の前記コンテキストに関連するリソースを解放する前記ステップの前に、
　前記ハンドオーバ元中間ノードによって、前記受信されたユーザ機器コンテキスト解放
要求メッセージをコアネットワークノードに送信するステップと、
　前記ハンドオーバ元中間ノードによって、前記コアネットワークノードによって送信さ
れたユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリセット肯定応答メッセージを受
信するステップとをさらに含む請求項1または2に記載の方法。
【請求項４】
　前記ハンドオーバ元中間ノードによって、前記コアネットワークノードによって送信さ
れた前記ユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリセット肯定応答メッセージ
を受信する前記ステップの後、かつ前記ハンドオーバ元中間ノードによって、前記ユーザ
機器の前記識別子に対応する前記ユーザ機器の前記コンテキストに関連するリソースを解
放する前記ステップの前に、
　前記ハンドオーバ元中間ノードによって、前記受信されたユーザ機器コンテキスト解放
命令メッセージを前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードに送信するステップと
、
　前記ハンドオーバ元中間ノードによって、前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノ
ードによって送信されたユーザ機器コンテキスト解放完了メッセージまたはリセット肯定
応答メッセージを受信するステップとをさらに含む請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記ハンドオーバ元中間ノードによって、前記ユーザ機器の前記識別子に対応する前記
ユーザ機器の前記コンテキストに関連するリソースを解放する前記ステップの後に、
　前記ハンドオーバ元中間ノードによって、前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノ
ードによって送信された前記受信されたユーザ機器コンテキスト解放完了メッセージまた
はリセット肯定応答メッセージを前記コアネットワークノードに送信するステップをさら
に含む請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放するための方法であって、
　ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによって、ユーザ機器が前記ハンドオーバ
元アクセスネットワークノードからハンドオーバ先アクセスネットワークノードにＸ２イ
ンターフェースを介してハンドオーバされてしまった、または、ユーザ機器が前記ハンド
オーバ元アクセスネットワークノードからハンドオーバ先アクセスネットワークノードに
Ｘ２インターフェースを介してハンドオーバされている、と判定するステップと、
　前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによって、前記ユーザ機器が前記ハン
ドオーバ元アクセスネットワークノードから前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノ
ードに前記Ｘ２インターフェースを介してハンドオーバされてしまった、または、前記ユ
ーザ機器が前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードから前記ハンドオーバ先アク
セスネットワークノードに前記Ｘ２インターフェースを介してハンドオーバされている、
と判定された後、ハンドオーバ元中間ノードに、前記ハンドオーバ元中間ノードが前記ユ
ーザ機器の識別子に対応する前記ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放す
るための、前記ユーザ機器の識別子を運ぶユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージを
送信するステップであって、前記ハンドオーバ元中間ノードは前記ハンドオーバ元アクセ
スネットワークノードとコアネットワークノードとの間にある、ステップとを含む、方法
。
【請求項７】
　前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージが、終了識別子を運び、前記ユーザ機
器コンテキスト解放要求メッセージの前記終了識別子が、前記ハンドオーバ元中間ノード
がもはや前記コアネットワークノードに前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージ
を送信する必要がないことを示す請求項6に記載の方法。
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【請求項８】
　前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによって、前記ユーザ機器が前記ハン
ドオーバ元アクセスネットワークノードからハンドオーバ先アクセスネットワークノード
にハンドオーバされてしまった、または、前記ユーザ機器が前記ハンドオーバ元アクセス
ネットワークノードからハンドオーバ先アクセスネットワークノードにＸ２インターフェ
ースを介してハンドオーバされている、と判定する前記ステップの前に、
　前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによって、前記ハンドオーバ元アクセ
スネットワークノードの中間ノード情報を前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノー
ドに送信し、前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードによって送信された前記ハ
ンドオーバ先アクセスネットワークノードの中間ノード情報を受信するステップをさらに
含み、
　前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによって、前記ハンドオーバ元中間ノ
ードに前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージを送信する前記ステップの前に、
　前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによって、前記ハンドオーバ元アクセ
スネットワークノードの前記中間ノード情報および前記ハンドオーバ先アクセスネットワ
ークノードの前記中間ノード情報に従って、前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセ
ージが前記ハンドオーバ元中間ノードに送信される必要があると判定するステップをさら
に含む請求項6または7に記載の方法。
【請求項９】
　前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードの前記中間ノード情報が、前記ハンド
オーバ元アクセスネットワークノードが中間ノードに接続されているかどうかを含み、前
記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードが前記ハンドオーバ元中間ノードに接続さ
れているとき、前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードの前記中間ノード情報が
、前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードに接続されている前記ハンドオーバ元
中間ノードの識別子をさらに含み、
　前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードの前記中間ノード情報が、前記ハンド
オーバ先アクセスネットワークノードが中間ノードに接続されているかどうかを含み、前
記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードがハンドオーバ先中間ノードに接続されて
いるとき、前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードの前記中間ノード情報が、前
記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードに接続されている前記ハンドオーバ先中間
ノードの識別子をさらに含む請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ハンドオーバ元中間ノードの前記識別子が、前記ハンドオーバ元アクセスネットワ
ークノードが前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードの前記中間ノード情報を前
記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードに送信する前に前記ハンドオーバ元中間ノ
ードによって前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードに送信され、
　前記ハンドオーバ先中間ノードの前記識別子が、前記ハンドオーバ先アクセスネットワ
ークノードが前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードの前記中間ノード情報を前
記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードに送信する前に前記ハンドオーバ先中間ノ
ードによって前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードに送信される請求項9に記
載の方法。
【請求項１１】
　ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによって、前記ユーザ機器が前記ハンドオ
ーバ元アクセスネットワークノードからハンドオーバ先アクセスネットワークノードにハ
ンドオーバされてしまった、または、前記ユーザ機器が前記ハンドオーバ元アクセスネッ
トワークノードからハンドオーバ先アクセスネットワークノードにＸ２インターフェース
を介してハンドオーバされている、と判定する前記ステップの前に、
　同じ中間ノードに接続されていないアクセスネットワークノードがトラッキングエリア
識別子を共有することができないとき、前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノード
によって、前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのトラッキングエリア識別子



(4) JP 5773376 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

を前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードに送信し、前記ハンドオーバ先アクセ
スネットワークノードによって送信された前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノー
ドのトラッキングエリア識別子を受信するステップをさらに含み、
　前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによって、ハンドオーバ元中間ノード
にユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージを送信する前記ステップの前に、
　前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによって、前記ハンドオーバ元アクセ
スネットワークノードの前記トラッキングエリア識別子および前記ハンドオーバ先アクセ
スネットワークノードの前記トラッキングエリア識別子に従って、前記ユーザ機器コンテ
キスト解放要求メッセージが前記ハンドオーバ元中間ノードに送信される必要があると判
定するステップをさらに含む請求項6または7に記載の方法。
【請求項１２】
　ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスによって送信されたユーザ機器
コンテキスト解放要求メッセージを受信するように構成された第1の受信モジュールであ
って、前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージは、前記ハンドオーバ元アクセス
ネットワークノードのデバイスからハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバイ
スにＸ２インターフェースを介してハンドオーバされてしまった、または、前記ハンドオ
ーバ元アクセスネットワークノードのデバイスからハンドオーバ先アクセスネットワーク
ノードのデバイスにＸ２インターフェースを介してハンドオーバされている、ユーザ機器
の識別子を運び、中間ノードのデバイスは前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノー
ドのデバイスとコアネットワークノードのデバイスとの間にある、第1の受信モジュール
と、
　前記第1の受信モジュールによって受信される前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メ
ッセージで運ばれる前記ユーザ機器の前記識別子に従って、前記ユーザ機器の前記識別子
に対応する前記ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放するように構成され
た解放モジュールとを備える中間ノードのデバイス。
【請求項１３】
　前記第1の受信モジュールによって受信される前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メ
ッセージが、終了識別子を運び、前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージの前記
終了識別子が、前記中間ノードのデバイスがもはや前記コアネットワークノードのデバイ
スに前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージを送信する必要がないことを示す請
求項12に記載の中間ノードのデバイス。
【請求項１４】
　前記第1の受信モジュールによって受信された前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メ
ッセージを前記コアネットワークノードのデバイスに送信するように構成された第1の送
信モジュールをさらに備え、
　前記第1の受信モジュールが、前記コアネットワークノードのデバイスによって送信さ
れたユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリセット肯定応答メッセージを受
信するようにさらに構成されている請求項12または13に記載の中間ノードのデバイス。
【請求項１５】
　前記第1の送信モジュールが、前記受信されたユーザ機器コンテキスト解放命令メッセ
ージを前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスに送信するようにさら
に構成され、
　前記第1の受信モジュールが、前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバ
イスによって送信されたユーザ機器コンテキスト解放完了メッセージまたはリセット肯定
応答メッセージを受信するようにさらに構成されている請求項14に記載の中間ノードのデ
バイス。
【請求項１６】
　前記第1の送信モジュールが、前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバ
イスによって送信され、前記第1の受信モジュールによって受信された前記ユーザ機器コ
ンテキスト解放完了メッセージまたはリセット肯定応答メッセージを前記コアネットワー
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クノードのデバイスに送信するようにさらに構成されている請求項15に記載の中間ノード
のデバイス。
【請求項１７】
　ユーザ機器がハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスからハンドオーバ
先アクセスネットワークノードのデバイスにＸ２インターフェースを介してハンドオーバ
されてしまった、または、ユーザ機器がハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデ
バイスからハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバイスにＸ２インターフェー
スを介してハンドオーバされている、と判定するように構成された第1の判定モジュール
と、
　前記第1の判定モジュールが、前記ユーザ機器が前記ハンドオーバ元アクセスネットワ
ークノードのデバイスから前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバイスに
ハンドオーバされてしまった、または、前記ユーザ機器が前記ハンドオーバ元アクセスネ
ットワークノードのデバイスから前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバ
イスにハンドオーバされている、と判定した後、ハンドオーバ元中間ノードのデバイスに
、前記ハンドオーバ元中間ノードのデバイスが前記ユーザ機器の識別子に対応する前記ユ
ーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放するための、前記ユーザ機器の識別子
を運ぶユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージを送信するように構成された第3の送
信モジュールであって、前記ハンドオーバ元中間ノードのデバイスは前記ハンドオーバ元
アクセスネットワークノードのデバイスとコアネットワークノードのデバイスとの間にあ
る、第3の送信モジュールとを備えるハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバ
イス。
【請求項１８】
　前記第3の送信モジュールにより送信される、前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メ
ッセージが、終了識別子を運び、前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージの前記
終了識別子が、前記ハンドオーバ元中間ノードのデバイスがもはや前記コアネットワーク
ノードに前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージを送信する必要がないことを示
す
請求項17に記載のハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイス。
【請求項１９】
　第2の受信モジュールをさらに備え、
　前記第3の送信モジュールが、前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバ
イスに前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスの中間ノード情報を送
信するようにさらに構成され、
　前記第2の受信モジュールが、前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバ
イスによって送信された前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバイスの中
間ノード情報を受信するように構成され、
　前記第1の判定モジュールが、前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバ
イスの前記中間ノード情報と前記第2の受信モジュールによって受信された前記ハンドオ
ーバ先アクセスネットワークノードのデバイスの前記中間ノード情報とに従って、前記第
3の送信モジュールが前記ハンドオーバ元中間ノードのデバイスに前記ユーザ機器コンテ
キスト解放要求メッセージを送信することを求められると判定するようにさらに構成され
ている請求項17または18に記載のハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイス
。
【請求項２０】
　第3の受信モジュールをさらに備え、
　前記第3の送信モジュールが、同じ中間ノードのデバイスに接続されていないアクセス
ネットワークノードのデバイスがトラッキングエリア識別子を共有することができないと
きに、前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバイスに前記ハンドオーバ元
アクセスネットワークノードのデバイスのトラッキングエリア識別子を送信するようにさ
らに構成され、
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　前記第3の受信モジュールが、前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバ
イスによって送信された前記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバイスのト
ラッキングエリア識別子を受信するように構成され、
　前記第1の判定モジュールが、前記ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバ
イスの前記トラッキングエリア識別子と前記第3の受信モジュールによって受信された前
記ハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバイスの前記トラッキングエリア識別
子とに従って、前記第3の送信モジュールが前記ハンドオーバ元中間ノードのデバイスに
前記ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージを送信することを求められると判定する
ようにさらに構成されている請求項18に記載のハンドオーバ元アクセスネットワークノー
ドのデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、2011年1月10日に中国専利局に出願した、「METHOD AND DEVICE FOR RELEASI
NG CONTEXT-RELATED RESOURCE OF USER EQUIPMENT」と題された中国特許出願第201110004
406.3号の優先権を主張するものであり、この特許出願は、その全体が参照により本明細
書に組み込まれている。
【０００２】
　本発明は、ワイヤレス通信技術の分野に関し、詳細には、ユーザ機器のコンテキストに
関連するリソースを解放するための方法およびデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信ネットワークに関して、よくあるネットワークアーキテクチャは、無線
アクセスネットワークおよびコアネットワークによって形成され、無線アクセスネットワ
ークおよびコアネットワークは、インターフェースを通じて接続される。無線アクセスネ
ットワークは、無線インターフェースを通じてアクセスする端末に接続され、その端末に
サービスを提供する。
【０００４】
　技術が発展するにつれて、新しいネットワークアーキテクチャが登場し、つまり、アク
セスネットワークノードとコアネットワークノードとの間に中間ノードが導入されている
。中間ノードは、アクセスネットワークノードとコアネットワークノードとの間のプロキ
シノードとして働き、すなわち、コアネットワークの観点から見ると、中間ノードは、ア
クセスネットワークノードとして機能し、アクセスネットワークノードの観点から見ると
、中間ノードは、コアネットワークノードとして機能する。
【０００５】
　ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、以降、LTEと呼ぶ)システムが、
例として使用される。LTEシステムにおいては、一部の基地局(enhanced NodeB、以降、eN
Bと呼ぶ)が、ゲートウェイ(Gateway、以降、GWと呼ぶ)を通じてモビリティ管理エンティ
ティ(Mobility Management Entity、以降、MMEと呼ぶ)に接続されるが、一部のeNBは、直
接MMEに接続される。eNBとGWとの間、GWとMMEとの間、およびeNBとMMEとの間の論理イン
ターフェースは同じであり、すべてS1インターフェースである。直接接続される論理イン
ターフェースがeNB間に存在する可能性があり、X2インターフェースと呼ばれる。S1イン
ターフェースと比較して、ユーザ機器(User Equipment、以降、UEと呼ぶ)は、X2インター
フェースによってハンドオーバ元eNBからハンドオーバ先eNBにより速やかにハンドオーバ
され得る。X2インターフェースによって行われるハンドオーバは、X2ハンドオーバと呼ば
れる。
【０００６】
　eNBは、よくあるマクロ基地局、またはホーム基地局(以降HeNBと呼ぶHome enhanced No
deB、および以降HNBと呼ぶHome NodeB)もしくは中継ノード(relay node、以降RNと呼ぶ)
を含む小型基地局とすることができる。
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【０００７】
　ハンドオーバ元eNBとハンドオーバ先eNBとの間のトポロジーの関係に基づいて、X2ハン
ドオーバは、以下の5つの場合に分類され得る。
　(1)ハンドオーバ元eNBおよびハンドオーバ先eNBが、同じGWに接続されている。
　(2)ハンドオーバ元eNBがGWに接続され、ハンドオーバ先eNBがMMEに接続されている。
　(3)ハンドオーバ元eNBがMMEに接続され、ハンドオーバ先eNBがGWに接続されている。
　(4)ハンドオーバ元eNBがGWに接続され、ハンドオーバ先eNBが別のGWに接続されている
。
　(5)ハンドオーバ元eNBとハンドオーバ先eNBの両方が、MMEに接続されている。
【０００８】
　従来技術では、上述の場合のいずれにおいても、ハンドオーバ先eNBが、X2ハンドオー
バの後、X2インターフェースを通じてハンドオーバ元eNBにUEコンテキスト解放メッセー
ジ(UE context release message)を送信する。UEコンテキスト解放メッセージを受信した
後、ハンドオーバ元eNBは、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUEのコンテキストに
関連するリソースを解放する。コンテキストに関連するリソースは、ハンドオーバ元eNB
においてユーザプレーンおよび制御プレーンでUEによって使用されるすべてのリソースを
含む。
【０００９】
　しかし、(1)、(3)、および(5)の場合と比較して、(2)および(4)の場合のハンドオーバ
元GWは、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUEのコンテキストに関連するリソース
をやはり有している。従来技術で提供されるUEのコンテキストを解放するスキームが使用
される場合、ハンドオーバ元GWは、X2ハンドオーバ中およびX2ハンドオーバの後、UEがハ
ンドオーバ元GWの管理範囲外に移動したことが分からない。その結果、ハンドオーバ元GW
のUEのコンテキストに関連するリソースは解放され得ない。コンテキストに関連するリソ
ースは、ハンドオーバ元GWにおいてユーザプレーンおよび制御プレーンでUEによって使用
されるすべてのリソースを含む。したがって、新しいUEがネットワークに正常にアクセス
できない可能性があり、リソースが使い果たされる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の実施形態は、ハンドオーバ元中間ノードのユーザ機器のコンテキストに関連す
るリソースを解放するためにユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放するた
めの方法およびデバイスを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一実施形態は、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放するため
の方法を提供し、方法は、
　ハンドオーバ元中間ノードによって、制御メッセージを受信するステップであって、制
御メッセージは、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードにハンドオーバされたユー
ザ機器の識別子を運ぶ、ステップと、
　ハンドオーバ元中間ノードによって、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコン
テキストに関連するリソースを解放するステップと
を含む。
【００１２】
　本発明の一実施形態は、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放するため
の方法をさらに提供し、方法は、
　ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによって、ユーザ機器がハンドオーバ元ア
クセスネットワークノードからハンドオーバ先アクセスネットワークノードにハンドオー
バされると判定するステップと、
　ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによって、ハンドオーバ元中間ノードに制
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御メッセージを送信するステップであって、制御メッセージは、ハンドオーバ先アクセス
ネットワークノードにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を運び、その結果、ハンド
オーバ元中間ノードが、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連
するリソースを解放する、ステップと
を含む。
【００１３】
　本発明の一実施形態は、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放するため
の方法をさらに提供し、方法は、
　コアネットワークノードによって、ハンドオーバ元中間ノードに制御メッセージを送信
するステップであって、制御メッセージは、ハンドオーバ先アクセスネットワークノード
にハンドオーバされたユーザ機器の識別子を運び、その結果、ハンドオーバ元中間ノード
が、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放
する、ステップと、
　コアネットワークノードによって、制御メッセージに応答してハンドオーバ元中間ノー
ドによって送信された応答を受信するステップと
を含む。
【００１４】
　本発明の一実施形態は、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放するため
の方法をさらに提供し、方法は、
　中間ノードによって、中間ノードによってサービスを提供されるユーザ機器のデータの
送信および/またはシグナリングの送信を監視するステップと、
　中間ノードによって、データの送信および/またはシグナリングの送信が事前に設定さ
れた条件を満たすユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放するステップと
を含む。
【００１５】
　本発明の一実施形態は、中間ノードのデバイスをさらに提供し、デバイスは、
　制御メッセージを受信するように構成された第1の受信モジュールであって、制御メッ
セージはハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバイスにハンドオーバされたユ
ーザ機器の識別子を運ぶ、第1の受信モジュールと、
　第1の受信モジュールによって受信される制御メッセージで運ばれるユーザ機器の識別
子に従って、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連するリソー
スを解放するように構成された解放モジュールと
を含む。
【００１６】
　本発明の一実施形態は、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスをさら
に提供し、デバイスは、
　ユーザ機器がハンドオーバ元アクセスネットワークノードからハンドオーバ先アクセス
ネットワークノードにハンドオーバされると判定するように構成された第1の判定モジュ
ールと、
　第1の判定モジュールがユーザ機器がハンドオーバ元アクセスネットワークノードから
ハンドオーバ先アクセスネットワークノードにハンドオーバされると判定した後、ハンド
オーバ元中間ノードのデバイスに制御メッセージを送信するように構成された第3の送信
モジュールであって、制御メッセージは、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードの
デバイスにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を運び、その結果、ハンドオーバ元中
間ノードのデバイスが、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連
するリソースを解放する、第3の送信モジュールと
を含む。
【００１７】
　本発明の一実施形態は、コアネットワークノードのデバイスをさらに提供し、デバイス
は、
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　ハンドオーバ元中間ノードのデバイスに制御メッセージを送信するように構成された第
4の送信モジュールであって、制御メッセージは、ハンドオーバ先アクセスネットワーク
ノードのデバイスにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を運び、その結果、ハンドオ
ーバ元中間ノードのデバイスが、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキス
トに関連するリソースを解放する、第4の送信モジュールと、
　制御メッセージに応答してハンドオーバ元中間ノードのデバイスによって送信された応
答を受信するように構成された第4の受信モジュールと
を含む。
【００１８】
　本発明の一実施形態は、中間ノードのデバイスをさらに提供し、デバイスは、
　中間ノードのデバイスの下のユーザ機器のデータの送信および/またはシグナリングの
送信を監視するように構成された監視モジュールと、
　監視モジュールによって監視されたデータの送信および/またはシグナリングの送信が
事前に設定された条件を満たすユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放する
ように構成されたリソース解放モジュールと
を含む。
【００１９】
　本発明の実施形態においては、ハンドオーバ元中間ノードが、ハンドオーバ先アクセス
ネットワークノードにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を運ぶ制御メッセージを受
信した後、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放し、その結果、ハンドオーバ元中間ノードのユーザ機器のコンテキストに関連する
リソースが解放可能になり、したがって、新しいユーザ機器がネットワークに正常にアク
セスすることができ、リソースが節約される。
【００２０】
　本発明の実施形態または従来技術における技術的な解決策をより明瞭に説明するために
、以下で、それらの実施形態または従来技術を説明するために必要とされる添付の図面を
簡単に紹介する。明らかに、以下の説明の添付の図面は、本発明の一部の実施形態を示す
に過ぎず、当業者は、創造的な努力なしにこれらの添付の図面からその他の図面を導き出
すことがやはり可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第1の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。
【図２】本発明の第2の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。
【図３】本発明の第3の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。
【図４】本発明の第4の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。
【図５】本発明の第5の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。
【図６】本発明の第6の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。
【図７】本発明の第7の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。
【図８】本発明の第8の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。
【図９】本発明の第9の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。
【図１０】本発明の第10の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソー
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スを解放するための方法の流れ図である。
【図１１】本発明の第1の実施形態による中間ノードのデバイスの概略的な構造図である
。
【図１２】本発明の第2の実施形態による中間ノードのデバイスの概略的な構造図である
。
【図１３】本発明の第1の実施形態によるハンドオーバ元アクセスネットワークノードの
デバイスの概略的な構造図である。
【図１４】本発明の第2の実施形態によるハンドオーバ元アクセスネットワークノードの
デバイスの概略的な構造図である。
【図１５】本発明の第1の実施形態によるコアネットワークノードのデバイスの概略的な
構造図である。
【図１６】本発明の第2の実施形態によるコアネットワークノードのデバイスの概略的な
構造図である。
【図１７】本発明の第3の実施形態による中間ノードのデバイスの概略的な構造図である
。
【図１８】本発明の第4の実施形態による中間ノードのデバイスの概略的な構造図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の実施形態の目的、技術的な解決策、および利点をより明瞭にするために、以下
で、本発明の実施形態の技術的な解決策を本発明の実施形態の添付の図面を参照して明瞭
かつ完全に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本発明の実施形態のすべてでは
なく一部であるに過ぎない。創造的な努力なしに本発明の実施形態に従って当業者によっ
て得られたすべてのその他の実施形態は、本発明の保護範囲内に入る。
【００２３】
　図1は、本発明の第1の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。図1に示されるように、ユーザ機器のコンテキス
トに関連するリソースを解放するための方法は、以下のステップを含み得る。
【００２４】
　ステップ101:ハンドオーバ元中間ノードが、制御メッセージを受信し、制御メッセージ
は、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードにハンドオーバされたユーザ機器の識別
子を運ぶ。
【００２５】
　ステップ102:ハンドオーバ元中間ノードが、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器
のコンテキストに関連するリソースを解放する。
【００２６】
　この実施形態の実装方法において、制御メッセージは、ユーザ機器コンテキスト解放要
求メッセージ(user equipment context release request message)またはリセットメッセ
ージとすることができ、制御メッセージを受信するステップは、ハンドオーバ元中間ノー
ドによって、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードにより送信されたユーザ機器コ
ンテキスト解放要求メッセージまたはリセットメッセージを受信することとすることがで
きる。
【００２７】
　任意で、ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージまたはリセットメッセージは、終
了識別子(terminating identifier)を運ぶことができ、ユーザ機器コンテキスト解放要求
メッセージまたはリセットメッセージの終了識別子は、ハンドオーバ元中間ノードがもは
やコアネットワークノードにユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージを送信する必要
がないことを示す。
【００２８】
　その上、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
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を解放する前に、ハンドオーバ元中間ノードは、さらに、受信されたユーザ機器コンテキ
スト解放要求メッセージまたはリセットメッセージをコアネットワークノードに送信し、
コアネットノードによって送信されたユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージ(user 
equipment context release command message)またはリセット肯定応答メッセージ(reset
 acknowledgement message)を受信することができる。
【００２９】
　その上、コアネットワークノードによって送信されたユーザ機器コンテキスト解放命令
メッセージを受信した後、かつユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキスト
に関連するリソースを解放する前に、ハンドオーバ元中間ノードは、さらに、受信された
ユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリセット肯定応答メッセージをハンド
オーバ元アクセスネットワークノードに送信することができる。次いで、ハンドオーバ元
中間ノードは、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによって送信されたユーザ機
器コンテキスト解放完了メッセージ(user equipment context release completion messa
ge)またはリセット肯定応答メッセージを受信することができる。
【００３０】
　その上、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放した後、ハンドオーバ元中間ノードは、さらに、受信されたユーザ機器コンテキス
ト解放完了メッセージまたはリセット肯定応答メッセージをコアネットワークノードに送
信することができる。
【００３１】
　この実装方法においては、ハンドオーバ元中間ノードがユーザ機器コンテキスト解放要
求メッセージまたはリセットメッセージを受信する前に、ハンドオーバ元アクセスネット
ワークノードが、さらに、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードの中間ノード情報
をハンドオーバ先アクセスネットワークノードに送信し、ハンドオーバ先アクセスネット
ワークノードによって送信されたハンドオーバ先アクセスネットワークノードの中間ノー
ド情報を受信することができる。次いで、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードが
、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードの中間ノード情報およびハンドオーバ先ア
クセスネットワークノードの中間ノード情報に従って、ハンドオーバ元アクセスネットワ
ークノードがハンドオーバ元中間ノードに接続されており、ハンドオーバ先アクセスネッ
トワークノードがハンドオーバ先中間ノードまたはコアネットワークノードに接続されて
いると判定することができる。その上、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードが、
ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージまたはリセットメッセージをハンドオーバ元
中間ノードに送信することができる。
【００３２】
　ハンドオーバ元アクセスネットワークノードの中間ノード情報は、ハンドオーバ元アク
セスネットワークノードが中間ノードに接続されているかどうかを含み得る。ハンドオー
バ元アクセスネットワークノードが中間ノードに接続されているとき、ハンドオーバ元ア
クセスネットワークノードの中間ノード情報は、ハンドオーバ元アクセスネットワークノ
ードに接続されたハンドオーバ元中間ノードの識別子をさらに含み得る。ハンドオーバ元
中間ノードの識別子は、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードがハンドオーバ元ア
クセスネットワークノードの中間ノード情報をハンドオーバ先アクセスネットワークノー
ドに送信する前にハンドオーバ元中間ノードによってハンドオーバ元アクセスネットワー
クノードに送信可能である。
　ハンドオーバ先アクセスネットワークノードの中間ノード情報は、ハンドオーバ先アク
セスネットワークノードが中間ノードに接続されているかどうかを含み得る。ハンドオー
バ先アクセスネットワークノードが中間ノードに接続されているとき、ハンドオーバ先ア
クセスネットワークノードの中間ノード情報は、ハンドオーバ先アクセスネットワークノ
ードに接続されたハンドオーバ先中間ノードの識別子をさらに含み得る。ハンドオーバ先
中間ノードの識別子は、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードがハンドオーバ先ア
クセスネットワークノードの中間ノード情報をハンドオーバ元アクセスネットワークノー
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ドに送信する前にハンドオーバ先中間ノードによってハンドオーバ先アクセスネットワー
クノードに送信可能である。
【００３３】
　加えて、この実装方法においては、同じ中間ノードに接続されていないアクセスネット
ワークノードがトラッキングエリア識別子を共有することができないときは、ハンドオー
バ元中間ノードがユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージまたはリセットメッセージ
を受信する前に、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードが、さらに、ハンドオーバ
元アクセスネットワークノードのトラッキングエリア識別子をハンドオーバ先アクセスネ
ットワークノードに送信し、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードによって送信さ
れたハンドオーバ先アクセスネットワークノードのトラッキングエリア識別子を受信する
ことができる。次いで、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードが、ハンドオーバ元
アクセスネットワークノードのトラッキングエリア識別子およびハンドオーバ先アクセス
ネットワークノードのトラッキングエリア識別子に従って、ハンドオーバ元アクセスネッ
トワークノードがハンドオーバ元中間ノードに接続されており、ハンドオーバ先アクセス
ネットワークノードがハンドオーバ先中間ノードまたはコアネットワークノードに接続さ
れていると判定することができる。その上、ハンドオーバ元アクセスネットワークノード
が、ユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリセットメッセージをハンドオー
バ元中間ノードに送信することができる。
【００３４】
　この実施形態の別の実装方法においては、制御メッセージは、ユーザ機器コンテキスト
解放命令メッセージまたはリセットメッセージとすることができる。制御メッセージを受
信するステップは、ハンドオーバ元中間ノードによって、コアネットワークノードにより
送信されたユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリセットメッセージを受信
することとすることができる。
【００３５】
　任意で、ユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリセットメッセージは、終
了識別子を運ぶことができ、ユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリセット
メッセージの終了識別子は、ハンドオーバ元中間ノードがもはやハンドオーバ元アクセス
ネットワークノードにユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージを送信する必要がない
ことを示す。
【００３６】
　その上、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放する前に、ハンドオーバ元中間ノードは、さらに、受信されたユーザ機器コンテキ
スト解放命令メッセージまたはリセットメッセージをハンドオーバ元アクセスネットワー
クノードに送信することができる。次いで、ハンドオーバ元中間ノードは、ハンドオーバ
元アクセスネットワークノードによって送信されたユーザ機器コンテキスト解放完了メッ
セージまたはリセット肯定応答メッセージを受信することができる。
【００３７】
　その上、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放した後、ハンドオーバ元中間ノードは、さらに、受信されたユーザ機器コンテキス
ト解放完了メッセージまたはリセット肯定応答メッセージをコアネットワークノードに送
信することができる。
【００３８】
　この実装方法においては、コアネットワークノードが、中間ノードによって送信される
中間ノードの中間ノード識別子と中間ノード識別子に対応する中間ノードインジケータと
を受信し、保存することができる。中間ノードインジケータは、中間ノードインジケータ
を送信するノードの種類が中間ノードであることを示すことができる。中間ノード識別子
は、1つの中間ノードを一意に特定することができる数字、文字、文字列などの識別子と
することができる。本発明の実施形態は、中間ノード識別子の具体的な形式を限定せず、
同様に、中間ノードインジケータは、中間ノードインジケータを送信するノードの種類を
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示すことができる数字、文字、または文字列などのインジケータとすることができる。本
発明の実施形態は、中間ノードインジケータの具体的な形式を限定しない。
【００３９】
　このとき、コアネットワークノードは、ユーザ機器に対応するハンドオーバ元側および
ハンドオーバ先側のノードの事前に得られた識別子、ならびに中間ノードインジケータと
中間ノード識別子との間の事前に得られた対応する関係に従って、ハンドオーバ元側のノ
ードがハンドオーバ元中間ノードであり、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先中
間ノードであるかどうかを判定することができる。ハンドオーバ元側のノードがハンドオ
ーバ元中間ノードであり、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先中間ノードであり
、ハンドオーバ元側のノードの識別子がハンドオーバ先側のノードの識別子と異なるとき
、またはハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元中間ノードであり、ハンドオーバ先
側のノードがハンドオーバ先中間ノードではないとき、コアネットワークノードが、ユー
ザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリセットメッセージをハンドオーバ元中間
ノードに送信することができる。
【００４０】
　特に、ハンドオーバ元中間ノードがユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたは
リセットメッセージを受信する前に、コアネットワークノードが、ハンドオーバ先アクセ
スネットワークノードにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を受信することができる
。ユーザ機器の識別子は、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードによって送信され
、コアネットワークノードが、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードにハンドオー
バされたユーザ機器に対応するハンドオーバ先側のノードによって送信された経路切替え
要求を受信することができる。ユーザ機器の識別子は、ユーザ機器がネットワークにアク
セスするときにコアネットワークノードによってユーザ機器に割り振られ、X2ハンドオー
バ中にハンドオーバ元アクセスネットワークノードによってハンドオーバ先アクセスネッ
トワークノードに送信される。次いで、ユーザ機器の識別子に従って、コアネットワーク
ノードが、ユーザ機器に対応するハンドオーバ元側のノードの識別子とユーザ機器の識別
子との間の保存された対応する関係の中を検索してユーザ機器に対応するハンドオーバ元
側のノードの識別子を取得する。加えて、経路切替え要求を受信するための経路とハンド
オーバ先側のノードの識別子との間の保存された対応する関係に従って、コアネットワー
クノードが、ユーザ機器に対応するハンドオーバ先側のノードの識別子を取得する。ユー
ザ機器に対応するハンドオーバ元側およびハンドオーバ先側のノードはコアネットワーク
ノードに直接接続されている。
【００４１】
　ユーザ機器に対応するハンドオーバ元側のノードの識別子を取得した後、コアネットワ
ークノードは、ハンドオーバ元側のノードの識別子に従って、コアネットワークノードに
保存された中間ノード識別子の中を検索することができる。ハンドオーバ元側のノードの
識別子と同じである中間ノード識別子が見つかる場合、コアネットワークノードは、中間
ノード識別子に対応する中間ノードインジケータに従って、ハンドオーバ元側のノードが
ハンドオーバ元中間ノードであると判定することができる。ハンドオーバ元側のノードの
識別子と同じである中間ノード識別子が見つからない場合、コアネットワークノードは、
ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元中間ノードではないと判定することができる
。同様に、ユーザ機器に対応するハンドオーバ先側のノードの識別子を取得した後、コア
ネットワークノードは、ハンドオーバ先側のノードの識別子に従って、コアネットワーク
ノードに保存された中間ノード識別子の中を検索することができる。ハンドオーバ先側の
ノードの識別子と同じである中間ノード識別子が見つかる場合、コアネットワークノード
は、中間ノード識別子に対応する中間ノードインジケータに従って、ハンドオーバ先側の
ノードがハンドオーバ先中間ノードであると判定することができる。ハンドオーバ先側の
ノードの識別子と同じである中間ノード識別子が見つからない場合、コアネットワークノ
ードは、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先中間ノードではないと判定すること
ができ。



(14) JP 5773376 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

【００４２】
　ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元中間ノードであり、ハンドオーバ先側のノ
ードがハンドオーバ先中間ノードであり、ハンドオーバ元側のノードの識別子がハンドオ
ーバ先側のノードの識別子と異なるとき、またはハンドオーバ元側のノードがハンドオー
バ元中間ノードであり、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先中間ノードではない
とき、コアネットワークノードが、ユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリ
セットメッセージをハンドオーバ元中間ノードに送信することができる。
【００４３】
　加えて、コアネットワークノードは、さらに、中間ノードによって送信される中間ノー
ド識別子と中間ノード識別子に対応するトラッキングエリア識別子とを受信し、保存する
ことができる。中間ノードによって送信されるトラッキングエリア識別子が属する集合(s
et)に対応するノードの種類は中間ノードであり、中間ノード識別子はネットワーク内の1
つの中間ノードを一意に特定する。この場合、コアネットワークノードは、ユーザ機器に
対応するハンドオーバ元側およびハンドオーバ先側のノードの事前に得られた識別子、な
らびにトラッキングエリア識別子と中間ノード識別子との間の事前に得られた対応する関
係に従って、ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元中間ノードであり、ハンドオー
バ先側のノードがハンドオーバ先中間ノードであるかどうかを判定することができる。ハ
ンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元中間ノードであり、ハンドオーバ先側のノード
がハンドオーバ先中間ノードであり、ハンドオーバ元側のノードの識別子がハンドオーバ
先側のノードの識別子と異なるとき、またはハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元
中間ノードであり、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先中間ノードではないとき
、コアネットワークノードは、ユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリセッ
トメッセージをハンドオーバ元中間ノードのデバイスに送信することができる。
【００４４】
　特に、ハンドオーバ元中間ノードがユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたは
リセットメッセージを受信する前に、コアネットワークノードが、ハンドオーバ先アクセ
スネットワークノードにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を受信することができる
。ユーザ機器の識別子は、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードによって送信され
、コアネットワークノードが、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードにハンドオー
バされたユーザ機器に対応するハンドオーバ先側のノードによって送信された経路切替え
要求を受信することができる。ユーザ機器の識別子は、ユーザ機器がネットワークにアク
セスするときにコアネットワークノードによってユーザ機器に割り振られ、X2ハンドオー
バ中にハンドオーバ元アクセスネットワークノードによってハンドオーバ先アクセスネッ
トワークノードに送信される。次いで、ユーザ機器の識別子に従って、コアネットワーク
ノードが、ユーザ機器に対応するハンドオーバ元側のノードの識別子とユーザ機器の識別
子との間の保存された対応する関係の中を検索してユーザ機器に対応するハンドオーバ元
側のノードの識別子を取得する。加えて、コアネットワークノードが、経路切替え要求を
受信するための経路とハンドオーバ先側のノードの識別子との間の保存された対応する関
係に従って、ユーザ機器に対応するハンドオーバ先側のノードの識別子を取得する。ユー
ザ機器に対応するハンドオーバ元側およびハンドオーバ先側のノードはコアネットワーク
ノードに直接接続されている。
【００４５】
　この実装方法においては、異なる種類のノードが、異なるトラッキングエリア識別子の
集合を使用するように設定可能である。例えば、2種類のノード、中間ノードおよびアク
セスネットワークノードが、異なるトラッキングエリア識別子の集合を使用するように設
定され得る。ユーザ機器に対応するハンドオーバ元側のノードの識別子を取得した後、コ
アネットワークノードは、ハンドオーバ元側のノードの識別子に従って、コアネットワー
クノードに保存された中間ノード識別子の中を検索することができる。ハンドオーバ元側
のノードの識別子と同じである中間ノード識別子が見つかる場合、コアネットワークノー
ドは、中間ノード識別子に対応するトラッキングエリア識別子が属する集合に対応するノ
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ードの種類に従って、ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元中間ノードであると判
定することができる。ハンドオーバ元側のノードの識別子と同じである中間ノード識別子
が見つからない場合、コアネットワークノードは、ハンドオーバ元側のノードがハンドオ
ーバ元中間ノードではないと判定することができる。同様に、ユーザ機器に対応するハン
ドオーバ先側のノードの識別子を取得した後、コアネットワークノードは、ハンドオーバ
先側のノードの識別子に従って、コアネットワークノードに保存された中間ノード識別子
の中を検索することができる。ハンドオーバ先側のノードの識別子と同じである中間ノー
ド識別子が見つかる場合、コアネットワークノードは、中間ノード識別子に対応するトラ
ッキングエリア識別子が属する集合に対応するノードの種類に従って、ハンドオーバ先側
のノードがハンドオーバ先中間ノードであると判定することができる。ハンドオーバ先側
のノードの識別子と同じである中間ノード識別子が見つからない場合、コアネットワーク
ノードは、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先中間ノードではないと判定するこ
とができる。
【００４６】
　ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元中間ノードであり、ハンドオーバ先側のノ
ードがハンドオーバ先中間ノードであり、ハンドオーバ元側のノードの識別子がハンドオ
ーバ先側のノードの識別子と異なるとき、またはハンドオーバ元側のノードがハンドオー
バ元中間ノードであり、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先中間ノードではない
とき、コアネットワークノードが、ユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリ
セットメッセージをハンドオーバ元中間ノードに送信することができる。
【００４７】
　この実施形態において、アクセスネットワークノードは、アクセス機能を提供するノー
ド、例えば、基地局とすることができる。基地局は、eNBを含み得る。eNBは、よくあるマ
クロ基地局とすることができ、またはeNBは、HeNB/HNBもしくはRNを含む小型基地局とす
ることができる。コアネットワークノードは、モビリティ管理エンティティなどのコアネ
ットワークの機能を提供するノードとすることができる。中間ノードは、アクセスネット
ワークノードとコアネットワークノードとの間のプロトコル変換、経路選択、およびデー
タ交換などのネットワーク互換機能を提供するノード、例えば、ゲートウェイまたはドナ
ー基地局(Donor eNB、以降、DeNBと呼ぶ)とすることができる。しかしながら、本発明の
実施形態は、アクセスネットワークノード、中間ノード、およびコアネットワークノード
の具体的な形式を限定しない。
【００４８】
　実施形態の説明のために、制御メッセージがユーザ機器コンテキスト解放要求メッセー
ジ、ユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージ、またはリセットメッセージである可能
性がある例が挙げられるが、本発明の実施形態はその例に限定されない。本発明の実施形
態は、制御メッセージの具体的な形式を限定せず、制御メッセージは、ハンドオーバ元中
間ノードが、制御メッセージで運ばれる、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードに
ハンドオーバされたユーザ機器の識別子に従って対応するユーザ機器のコンテキストに関
連するリソースを解放することができる限り、ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセー
ジ、ユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージ、またはリセットメッセージ以外のその
他の種類のメッセージであってもよい。
【００４９】
　この実施形態においては、ハンドオーバ元中間ノードが、ハンドオーバ先アクセスネッ
トワークノードにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を運ぶ制御メッセージを受信し
た後、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解
放する。その結果、ハンドオーバ元中間ノードのユーザ機器のコンテキストに関連するリ
ソースが解放可能になり、したがって、新しいユーザ機器がネットワークに正常にアクセ
スすることができ、リソースが節約される。
【００５０】
　図2は、本発明の第2の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
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を解放するための方法の流れ図である。この実施形態においては、eNBであるアクセスネ
ットワークノードと、GWである中間ノードと、MMEであるコアネットワークノードと、UE
コンテキスト解放要求メッセージである制御メッセージとが、説明のための例として使用
される。図2に示されるように、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放す
るための方法は、以下のステップを含み得る。
【００５１】
　ステップ201:任意で、ハンドオーバ元GWが、ハンドオーバ元eNBにGW識別子を送信する
。
【００５２】
　ステップ202:任意で、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ先eNBとGW情報を交換する。
【００５３】
　特に、ハンドオーバ元eNBは、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバ元eNBのGW情報を送信
し、ハンドオーバ先eNBによって送信されたハンドオーバ先eNBのGW情報を受信することが
できる。
　ハンドオーバ元eNBのGW情報は、ハンドオーバ元eNBがGWに接続されているかどうかを含
み得る。ハンドオーバ元eNBがGWに接続されているとき、ハンドオーバ元eNBのGW情報は、
ハンドオーバ元eNBに接続されたハンドオーバ元GWの識別子をさらに含み得る。ハンドオ
ーバ先eNBのGW情報は、ハンドオーバ先eNBがGWに接続されているかどうかを含み得る。ハ
ンドオーバ先eNBがGWに接続されているとき、ハンドオーバ先eNBのGW情報は、ハンドオー
バ先eNBに接続されたハンドオーバ先GWの識別子をさらに含み得る。
【００５４】
　ステップ203:UEが、X2ハンドオーバによってハンドオーバ元eNBからハンドオーバ先eNB
にハンドオーバされる。
【００５５】
　ステップ204:ハンドオーバ先eNBが、ハンドオーバ元eNBにUEコンテキスト解放メッセー
ジを送信する。
【００５６】
　ステップ205:ハンドオーバ元eNBが、UEのコンテキストに関連するリソースを解放する
。
【００５７】
　ステップ206:任意で、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ元eNBのGW情報およびハンド
オーバ先eNBのGW情報に従って、ハンドオーバ元eNBがハンドオーバ元GWに接続されており
、ハンドオーバ先eNBがハンドオーバ先GWまたはMMEに接続されていると判定する。
【００５８】
　ステップ207:ハンドオーバ元GWが、ハンドオーバ元eNBによって送信されたUEコンテキ
スト解放要求メッセージを受信する。UEコンテキスト解放要求メッセージは、ハンドオー
バ先eNBにハンドオーバされたUEの識別子を運ぶ。
【００５９】
　任意で、UEコンテキスト解放要求メッセージは、終了識別子をさらに運ぶことができる
。終了識別子は、ハンドオーバ元GWがもはやMMEにUEコンテキスト解放要求メッセージを
送信する必要がないことを示す。
【００６０】
　ステップ208:ハンドオーバ元GWが、UEの識別子に対応するUEのコンテキストに関連する
リソースを解放する。
【００６１】
　加えて、この実施形態においては、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ元GWおよびハ
ンドオーバ先GWのトラッキングエリア識別子(Tracking Area Identifier、以降、TAIと呼
ぶ)に従って、ハンドオーバ元eNBがハンドオーバ元GWに接続されており、ハンドオーバ先
eNBがハンドオーバ先GWまたはMMEに接続されていると判定することもできる。特に、同じ
GWに接続されていないeNBはTAIを共有することができないと規定可能である。このように
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、同じGWに接続されていないeNBがTAIを共有できないとき、ハンドオーバ元eNBが、ハン
ドオーバ先eNBにハンドオーバ元eNBのTAIを送信し、ハンドオーバ先eNBによって送信され
たハンドオーバ先eNBのTAIを受信することができ、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ
元eNBのTAIおよびハンドオーバ先eNBのTAIに従って、ハンドオーバ元eNBがハンドオーバ
元GWに接続されており、ハンドオーバ先eNBがハンドオーバ先GWまたはMMEに接続されてい
ると判定することができる。次いで、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ元GWにUEコン
テキスト解放要求メッセージを送信することができる。
【００６２】
　この実施形態においては、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUEの識別子を運び
、ハンドオーバ元eNBによって送信されるUEコンテキスト解放要求メッセージを受信した
後、ハンドオーバ元GWが、UEの識別子に対応するUEのコンテキストに関連するリソースを
解放することができる。その結果、ハンドオーバ元GWのUEのコンテキストに関連するリソ
ースが解放可能になり、したがって、新しいUEがネットワークに正常にアクセスすること
ができ、リソースが節約される。
【００６３】
　図3は、本発明の第3の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。この実施形態においては、eNBであるアクセスネ
ットワークノードと、GWである中間ノードと、MMEであるコアネットワークノードと、UE
コンテキスト解放命令メッセージである制御メッセージとが、説明のための例として使用
される。図3に示されるように、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放す
るための方法は、以下のステップを含み得る。
【００６４】
　ステップ301:任意で、ハンドオーバ元GWが、GW識別子とGW識別子に対応するGWインジケ
ータとをMMEに送信する。GWインジケータは、GWインジケータを送信するノードの種類がG
Wであることを示すことができる。GW識別子は、ネットワーク内の1つのGWを一意に特定す
る。GW識別子は、1つのGWを一意に特定することができる数字、文字、または文字列など
の識別子とすることができる。本発明の実施形態は、GW識別子の具体的な形式を限定せず
、同様に、GWインジケータは、GWインジケータを送信するノードの種類を示すことができ
る数字、文字、または文字列などのインジケータとすることができる。本発明の実施形態
は、GWインジケータの具体的な形式を限定しない。
【００６５】
　ステップ302:UEが、X2ハンドオーバによってハンドオーバ元eNBからハンドオーバ先eNB
にハンドオーバされる。
【００６６】
　ステップ303:ハンドオーバ先eNBが、MMEに経路切替え要求メッセージを送信する。
【００６７】
　ステップ304:MMEが、ハンドオーバ先eNBに経路切替え応答メッセージを送信する。
【００６８】
　ステップ305:ハンドオーバ先eNBが、ハンドオーバ元eNBにUEコンテキスト解放メッセー
ジを送信する。
【００６９】
　ステップ306:ハンドオーバ元eNBが、UEのコンテキストに関連するリソースを解放する
。
【００７０】
　ステップ307:任意で、MMEが、UEに対応するハンドオーバ元側およびハンドオーバ先側
のノードの事前に得られた識別子、ならびにGWインジケータとGW識別子との間の事前に得
られた対応する関係に従って、ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元GWであり、ハ
ンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先GWであるかどうかを判定する。
【００７１】
　特に、MMEが、ハンドオーバ先eNBによって送信される、ハンドオーバ先eNBにハンドオ
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ーバされたUEの識別子を受信し、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUEに対応する
ハンドオーバ先側のノードによって送信された経路切替え要求を受信することができる。
UEの識別子は、UEがネットワークにアクセスするときにMMEによってUEに割り振られ、X2
ハンドオーバ中にハンドオーバ元eNBによってハンドオーバ先eNBに送信される。次いで、
UEの識別子に従って、MMEが、UEの識別子とUEに対応するハンドオーバ元側のノードの識
別子との間の保存された対応する関係の中を検索してUEに対応するハンドオーバ元側のノ
ードの識別子を取得する。加えて、経路切替え要求を受信するための経路とハンドオーバ
先側のノードの識別子との間の保存された対応する関係に従って、MMEが、UEに対応する
ハンドオーバ先側のノードの識別子を取得する。UEに対応するハンドオーバ元側およびハ
ンドオーバ先側のノードはMMEに直接接続されている。
【００７２】
　UEに対応するハンドオーバ元側のノードの識別子を取得した後、MMEは、ハンドオーバ
元側のノードの識別子に従って、MMEに保存されたGW識別子の中を検索することができる
。ハンドオーバ元側のノードの識別子と同じであるGW識別子が見つかる場合、MMEは、GW
識別子に対応するGWインジケータに従って、ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元
GWであると判定することができる。ハンドオーバ元側のノードの識別子と同じであるGW識
別子が見つからない場合、MMEは、ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元GWではな
いと判定することができる。同様に、UEに対応するハンドオーバ先側のノードの識別子を
取得した後、MMEは、ハンドオーバ先側のノードの識別子に従って、MMEに保存されたGW識
別子の中を検索することができる。ハンドオーバ先側のノードの識別子と同じであるGW識
別子が見つかる場合、MMEは、GW識別子に対応するGWインジケータに従って、ハンドオー
バ先側のノードがハンドオーバ先GWであると判定することができる。ハンドオーバ先側の
ノードの識別子と同じであるGW識別子が見つからない場合、MMEは、ハンドオーバ先側の
ノードがハンドオーバ先GWではないと判定することができる。
【００７３】
　この実施形態においては、ステップ307が、ステップ303の後に実行可能であり、ステッ
プ307が、ステップ304、ステップ305、ステップ306の前でも、後でも実行可能である、ま
たはステップ304、ステップ305、もしくはステップ306と並列に実行可能であり、これら
はこの実施形態に限定されない。
【００７４】
　ステップ308:MMEが、ハンドオーバ元GWにUEコンテキスト解放命令メッセージを送信す
る。UEコンテキスト解放命令メッセージは、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUE
の識別子を運ぶ。
【００７５】
　特に、ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元GWであり、ハンドオーバ先側のノー
ドがハンドオーバ先GWであり、ハンドオーバ元側のノードの識別子がハンドオーバ先側の
ノードの識別子と異なるとき、またはハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元GWであ
り、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先GWではないとき、MMEは、ハンドオーバ
元GWにUEコンテキスト解放命令メッセージを送信することができる。
【００７６】
　任意で、UEコンテキスト解放命令メッセージは、終了識別子をさらに運ぶことができる
。終了識別子は、ハンドオーバ元GWがもはやハンドオーバ元eNBにUEコンテキスト解放命
令メッセージを送信する必要がないことを示す。
【００７７】
　ステップ309:ハンドオーバ元GWが、UEの識別子に対応するUEのコンテキストに関連する
リソースを解放する。
【００７８】
　加えて、この実施形態においては、MMEが、TAIに従って、ハンドオーバ元側のノードが
ハンドオーバ元GWであり、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先GWであるかどうか
を判定することもできる。特に、異なる種類のノードが、異なるTAIの集合を使用するよ
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うに設定可能である。ハンドオーバ元GWがUEコンテキスト解放命令メッセージを受信する
前に、MMEは、ハンドオーバ先eNBによって送信される、ハンドオーバ先eNBにハンドオー
バされたUEの識別子を受信し、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUEに対応するハ
ンドオーバ先側のノードによって送信された経路切替え要求を受信することができる。UE
の識別子は、UEがネットワークにアクセスするときにMMEによってUEに割り振られ、X2ハ
ンドオーバ中にハンドオーバ元eNBによってハンドオーバ先eNBに送信される。次いで、UE
の識別子に従って、MMEが、UEの識別子とUEに対応するハンドオーバ元側のノードの識別
子との間の保存された対応する関係の中を検索してUEに対応するハンドオーバ元側のノー
ドの識別子を取得する。加えて、経路切替え要求を受信するための経路とハンドオーバ先
側のノードの識別子との間の保存された対応する関係に従って、MMEが、UEに対応するハ
ンドオーバ先側のノードの識別子を取得する。UEに対応するハンドオーバ元側およびハン
ドオーバ先側のノードはMMEに直接接続されている。
【００７９】
　異なる種類のノードが、異なるTAIの集合を使用する。例えば、2種類のノードであるGW
およびeNBが、異なるTAIの集合を使用するように設定可能である。このように、UEに対応
するハンドオーバ元側のノードの識別子を取得した後、MMEは、ハンドオーバ元側のノー
ドの識別子に従って、MMEに保存されたGW識別子の中を検索することができる。ハンドオ
ーバ元側のノードの識別子と同じであるGW識別子が見つかる場合、MMEは、GW識別子に対
応するTAIが属する集合に対応するノードの種類に従って、ハンドオーバ元側のノードが
ハンドオーバ元GWであると判定することができる。ハンドオーバ元側のノードの識別子と
同じであるGW識別子が見つからない場合、MMEは、ハンドオーバ元側のノードがハンドオ
ーバ元GWではないと判定することができる。同様に、UEに対応するハンドオーバ先側のノ
ードの識別子を取得した後、MMEは、ハンドオーバ先側のノードの識別子に従って、MMEに
保存されたGW識別子の中を検索することができる。ハンドオーバ先側のノードの識別子と
同じであるGW識別子が見つかる場合、MMEは、GW識別子に対応するTAIが属する集合に対応
するノードの種類に従って、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先GWであると判定
することができる。ハンドオーバ先側のノードの識別子と同じであるGW識別子が見つから
ない場合、MMEは、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先GWではないと判定するこ
とができる。
【００８０】
　この実施形態においては、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUEの識別子を運び
、MMEによって送信されるUEコンテキスト解放命令メッセージを受信した後、ハンドオー
バ元GWが、UEの識別子に対応するUEのコンテキストに関連するリソースを解放することが
できる。その結果、ハンドオーバ元GWのUEのコンテキストに関連するリソースが解放可能
になり、したがって、新しいUEがネットワークに正常にアクセスすることができ、リソー
スが節約される。
【００８１】
　図4は、本発明の第4の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。この実施形態においては、eNBであるアクセスネ
ットワークノードと、GWである中間ノードと、MMEであるコアネットワークノードと、UE
コンテキスト解放命令メッセージである制御メッセージとが、説明のための例として使用
される。図4に示されるように、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放す
るための方法は、以下のステップを含み得る。
【００８２】
　ステップ401:任意で、ハンドオーバ元GWが、GW識別子とGW識別子に対応するGWインジケ
ータとをMMEに送信する。GWインジケータは、GWインジケータを送信するノードの種類がG
Wであることを示すことができる。GW識別子は、ネットワークの1つのGWを一意に特定する
。GW識別子は、1つのGWを一意に特定することができる数字、文字、または文字列などの
識別子とすることができる。本発明の実施形態は、GW識別子の具体的な形式を限定せず、
同様に、GWインジケータは、GWインジケータを送信するノードの種類を示すことができる
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数字、文字、または文字列などのインジケータとすることができる。本発明の実施形態は
、GWインジケータの具体的な形式を限定しない。
【００８３】
　ステップ402:UEが、X2ハンドオーバによってハンドオーバ元eNBからハンドオーバ先eNB
にハンドオーバされる。
【００８４】
　ステップ403:ハンドオーバ先eNBが、MMEに経路切替え要求メッセージを送信する。
【００８５】
　ステップ404:MMEが、ハンドオーバ先eNBに経路切替え応答メッセージを送信する。
【００８６】
　ステップ405:任意で、ハンドオーバ先eNBが、ハンドオーバ元eNBにUEコンテキスト解放
メッセージを送信する。
【００８７】
　ステップ406:任意で、ハンドオーバ元eNBが、UEのコンテキストに関連するリソースを
解放する。
【００８８】
　ステップ407:任意で、MMEが、UEに対応するハンドオーバ元側およびハンドオーバ先側
のノードの事前に得られた識別子、ならびにGWインジケータとGW識別子との間の事前に得
られた対応する関係に従って、ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元GWであり、ハ
ンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先GWであるかどうかを判定する。
【００８９】
　特に、MMEが、ハンドオーバ先eNBによって送信される、ハンドオーバ先eNBにハンドオ
ーバされたUEの識別子を受信し、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUEに対応する
ハンドオーバ先側のノードによって送信された経路切替え要求を受信することができる。
UEの識別子は、UEがネットワークにアクセスするときにMMEによってUEに割り振られ、X2
ハンドオーバ中にハンドオーバ元eNBによってハンドオーバ先eNBに送信される。次いで、
UEの識別子に従って、MMEが、UEの識別子とUEに対応するハンドオーバ元側のノードの識
別子との間の保存された対応する関係の中を検索してUEに対応するハンドオーバ元側のノ
ードの識別子を取得する。加えて、経路切替え要求を受信するための経路とハンドオーバ
先側のノードの識別子との間の保存された対応する関係に従って、MMEが、UEに対応する
ハンドオーバ先側のノードの識別子を取得する。UEに対応するハンドオーバ元側およびハ
ンドオーバ先側のノードはMMEに直接接続されている。
【００９０】
　UEに対応するハンドオーバ元側のノードの識別子を取得した後、MMEは、ハンドオーバ
元側のノードの識別子に従って、MMEに保存されたGW識別子の中を検索することができる
。ハンドオーバ元側のノードの識別子と同じであるGW識別子が見つかる場合、MMEは、GW
識別子に対応するGWインジケータに従って、ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元
GWであると判定することができる。ハンドオーバ元側のノードの識別子と同じであるGW識
別子が見つからない場合、MMEは、ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元GWではな
いと判定することができる。同様に、UEに対応するハンドオーバ先側のノードの識別子を
取得した後、MMEは、ハンドオーバ先側のノードの識別子に従って、MMEに保存されたGW識
別子の中を検索することができる。ハンドオーバ先側のノードの識別子と同じであるGW識
別子が見つかる場合、MMEは、GW識別子に対応するGWインジケータに従って、ハンドオー
バ先側のノードがハンドオーバ先GWであると判定することができる。ハンドオーバ先側の
ノードの識別子と同じであるGW識別子が見つからない場合、MMEは、ハンドオーバ先側の
ノードがハンドオーバ先GWではないと判定することができる。
【００９１】
　この実施形態においては、ステップ407が、ステップ403の後に実行可能であり、ステッ
プ407が、ステップ404、ステップ405、もしくはステップ406の前でも、後でも実行可能で
ある、またはステップ404、ステップ405、もしくはステップ406と並列に実行可能であり
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、これらはこの実施形態に限定されない。
【００９２】
　ステップ408:MMEが、ハンドオーバ元GWにUEコンテキスト解放命令メッセージを送信す
る。UEコンテキスト解放命令メッセージは、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUE
の識別子を運ぶ。
【００９３】
　特に、ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元GWであり、ハンドオーバ先側のノー
ドがハンドオーバ先GWであり、ハンドオーバ元側のノードの識別子がハンドオーバ先側の
ノードの識別子と異なるとき、またはハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元GWであ
り、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先GWではないとき、MMEは、ハンドオーバ
元GWにUEコンテキスト解放命令メッセージを送信することができる。
【００９４】
　ステップ409:ハンドオーバ元GWが、ハンドオーバ元eNBにUEコンテキスト解放命令メッ
セージを送信する。UEコンテキスト解放命令メッセージは、ハンドオーバ先eNBにハンド
オーバされたUEの識別子を運ぶ。
【００９５】
　ステップ410:任意で、ハンドオーバ元eNBが、UEの識別子に対応するUEのコンテキスト
に関連するリソースを解放する。
【００９６】
　この実施形態においては、ステップ410がステップ406とぶつかっており、つまり、ステ
ップ410および406の一方だけが任意の実施形態で利用できる可能性がある。
【００９７】
　ステップ411:ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ元GWにUEコンテキスト解放完了メッ
セージを送信する。UEコンテキスト解放完了メッセージは、ハンドオーバ先eNBにハンド
オーバされたUEの識別子を運ぶ。
【００９８】
　ステップ412:ハンドオーバ元GWが、UEの識別子に対応するUEのコンテキストに関連する
リソースを解放する。
【００９９】
　ステップ413:任意で、ハンドオーバ元GWが、MMEにUEコンテキスト解放完了メッセージ
を送信する。
【０１００】
　加えて、この実施形態においては、MMEが、TAIに従って、ハンドオーバ元側のノードが
ハンドオーバ元GWであり、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先GWであるかどうか
を判定することもできる。特に、異なる種類のノードが、異なるTAIの集合を使用するよ
うに設定可能である。ハンドオーバ元GWがUEコンテキスト解放命令メッセージを受信する
前に、MMEは、ハンドオーバ先eNBによって送信される、ハンドオーバ先eNBにハンドオー
バされたUEの識別子を受信し、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUEに対応するハ
ンドオーバ先側のノードによって送信された経路切替え要求を受信することができる。UE
の識別子は、UEがネットワークにアクセスするときにMMEによってUEに割り振られ、X2ハ
ンドオーバ中にハンドオーバ元eNBによってハンドオーバ先eNBに送信される。次いで、UE
の識別子に従って、MMEは、UEの識別子とUEに対応するハンドオーバ元側のノードの識別
子との間の保存された対応する関係の中を検索してUEに対応するハンドオーバ元側のノー
ドの識別子を取得する。加えて、経路切替え要求を受信するための経路とハンドオーバ先
側のノードの識別子との間の保存された対応する関係に従って、MMEは、UEに対応するハ
ンドオーバ先側のノードの識別子を取得する。UEに対応するハンドオーバ元側およびハン
ドオーバ先側のノードはMMEに直接接続されている。
【０１０１】
　異なる種類のノードが、異なるTAIの集合を使用する。例えば、2種類のノードであるGW
およびeNBが、異なるTAIの集合を使用するように設定可能である。このように、UEに対応
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するハンドオーバ元側のノードの識別子を取得した後、MMEは、ハンドオーバ元側のノー
ドの識別子に従って、MMEに保存されたGW識別子の中を検索することができる。ハンドオ
ーバ元側のノードの識別子と同じであるGW識別子が見つかる場合、MMEは、GW識別子に対
応するTAIが属する集合に対応するノードの種類に従って、ハンドオーバ元側のノードが
ハンドオーバ元GWであると判定することができる。ハンドオーバ元側のノードの識別子と
同じであるGW識別子が見つからない場合、MMEは、ハンドオーバ元側のノードがハンドオ
ーバ元GWではないと判定することができる。同様に、UEに対応するハンドオーバ先側のノ
ードの識別子を取得した後、MMEは、ハンドオーバ先側のノードの識別子に従って、MMEに
保存されたGW識別子の中を検索することができる。ハンドオーバ先側のノードの識別子と
同じであるGW識別子が見つかる場合、MMEは、GW識別子に対応するTAIが属する集合に対応
するノードの種類に従って、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先GWであると判定
することができる。ハンドオーバ先側のノードの識別子と同じであるGW識別子が見つから
ない場合、MMEは、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先GWではないと判定するこ
とができる。
【０１０２】
　この実施形態においては、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUEの識別子を運び
、MMEによって送信されるUEコンテキスト解放命令メッセージを受信した後、ハンドオー
バ元GWが、ハンドオーバ元eNBにUEコンテキスト解放命令メッセージを送信し、ハンドオ
ーバ元eNBによって送信されたUEコンテキスト解放完了メッセージを受信することができ
る。次いで、ハンドオーバ元GWが、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUEの識別子
に対応するUEのコンテキストに関連するリソースを解放することができる。UEの識別子は
、UEコンテキスト解放完了メッセージで運ばれる。その結果、ハンドオーバ元GWのUEのコ
ンテキストに関連するリソースが解放可能になり、したがって、新しいUEがネットワーク
に正常にアクセスすることができ、リソースが節約される。
【０１０３】
　図5は、本発明の第5の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。この実施形態においては、eNBであるアクセスネ
ットワークノードと、GWである中間ノードと、MMEであるコアネットワークノードと、UE
コンテキスト解放要求メッセージである制御メッセージとが、説明のための例として使用
される。図5に示されるように、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放す
るための方法は、以下のステップを含み得る。
【０１０４】
　ステップ501:任意で、ハンドオーバ元GWが、ハンドオーバ元eNBにGW識別子を送信する
。
【０１０５】
　ステップ502:任意で、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ先eNBとGW情報を交換する。
【０１０６】
　特に、ハンドオーバ元eNBは、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバ元eNBのGW情報を送信
し、ハンドオーバ先eNBによって送信されたハンドオーバ先eNBのGW情報を受信することが
できる。
　ハンドオーバ元eNBのGW情報は、ハンドオーバ元eNBがGWに接続されているかどうかを含
み得る。ハンドオーバ元eNBがGWに接続されているとき、ハンドオーバ元eNBのGW情報は、
ハンドオーバ元eNBに接続されたハンドオーバ元GWの識別子をさらに含み得る。ハンドオ
ーバ先eNBのGW情報は、ハンドオーバ先eNBがGWに接続されているかどうかを含み得る。ハ
ンドオーバ先eNBがGWに接続されているとき、ハンドオーバ先eNBのGW情報は、ハンドオー
バ先eNBに接続されたハンドオーバ先GWの識別子をさらに含み得る。
【０１０７】
　ステップ503:UEが、X2ハンドオーバによってハンドオーバ元eNBからハンドオーバ先eNB
にハンドオーバされる。
【０１０８】
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　ステップ504:ハンドオーバ先eNBが、ハンドオーバ元eNBにUEコンテキスト解放メッセー
ジを送信する。
【０１０９】
　ステップ505:ハンドオーバ元eNBが、UEのコンテキストに関連するリソースを解放する
。
【０１１０】
　ステップ506:任意で、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ元eNBのGW情報およびハンド
オーバ先eNBのGW情報に従って、ハンドオーバ元eNBがハンドオーバ元GWに接続されており
、ハンドオーバ先eNBがハンドオーバ先GWまたはMMEに接続されていると判定する。
【０１１１】
　ステップ507:ハンドオーバ元GWが、ハンドオーバ元eNBによって送信されたUEコンテキ
スト解放要求メッセージを受信する。UEコンテキスト解放要求メッセージは、ハンドオー
バ先eNBにハンドオーバされたUEの識別子を運ぶ。
【０１１２】
　ステップ508:ハンドオーバ元GWが、MMEにUEコンテキスト解放要求メッセージを送信す
る。UEコンテキスト解放要求メッセージは、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUE
の識別子を運ぶ。
【０１１３】
　ステップ509:MMEが、ハンドオーバ元GWにUEコンテキスト解放命令メッセージを送信す
る。UEコンテキスト解放命令メッセージは、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUE
の識別子を運ぶ。
【０１１４】
　ステップ510:ハンドオーバ元GWが、UEの識別子に対応するUEのコンテキストに関連する
リソースを解放する。
【０１１５】
　加えて、この実施形態においては、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ元GWおよびハ
ンドオーバ先GWのトラッキングエリア識別子(Tracking Area Identifier、以降、TAIと呼
ぶ)に従って、ハンドオーバ元eNBがハンドオーバ元GWに接続されており、ハンドオーバ先
eNBがハンドオーバ先GWまたはMMEに接続されていると判定することもできる。特に、同じ
GWに接続されていないeNBはTAIを共有することができないと規定可能である。このように
、同じGWに接続されていないeNBがTAIを共有できないとき、ハンドオーバ元eNBが、ハン
ドオーバ先eNBにハンドオーバ元eNBのTAIを送信し、ハンドオーバ先eNBによって送信され
たハンドオーバ先eNBのTAIを受信することができ、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ
元eNBのTAIおよびハンドオーバ先eNBのTAIに従って、ハンドオーバ元eNBがハンドオーバ
元GWに接続されており、ハンドオーバ先eNBがハンドオーバ先GWまたはMMEに接続されてい
ると判定することができる。次いで、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ元GWにUEコン
テキスト解放要求メッセージを送信することができる。
【０１１６】
　この実施形態においては、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUEの識別子を運び
、ハンドオーバ元eNBによって送信されるUEコンテキスト解放要求メッセージを受信した
後、ハンドオーバ元GWが、MMEにUEコンテキスト解放要求メッセージを送信し、MMEによっ
て送信されたUEコンテキスト解放命令メッセージを受信することができる。次いで、ハン
ドオーバ元GWが、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUEの識別子に対応するUEのコ
ンテキストに関連するリソースを解放することができる。UEの識別子は、UEコンテキスト
解放命令メッセージで運ばれる。その結果、ハンドオーバ元GWのUEのコンテキストに関連
するリソースが解放可能になり、したがって、新しいUEがネットワークに正常にアクセス
することができ、リソースが節約される。
【０１１７】
　図6は、本発明の第6の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。この実施形態においては、eNBであるアクセスネ
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ットワークノードと、GWである中間ノードと、MMEであるコアネットワークノードと、UE
コンテキスト解放要求メッセージである制御メッセージとが、説明のための例として使用
される。図6に示されるように、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放す
るための方法は、以下のステップを含み得る。
【０１１８】
　ステップ601:任意で、ハンドオーバ元GWが、ハンドオーバ元eNBにGW識別子を送信する
。
【０１１９】
　ステップ602:任意で、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ先eNBとGW情報を交換する。
【０１２０】
　特に、ハンドオーバ元eNBは、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバ元eNBのGW情報を送信
し、ハンドオーバ先eNBによって送信されたハンドオーバ先eNBのGW情報を受信することが
できる。
　ハンドオーバ元eNBのGW情報は、ハンドオーバ元eNBがGWに接続されているかどうかを含
み得る。ハンドオーバ元eNBがGWに接続されているとき、ハンドオーバ元eNBのGW情報は、
ハンドオーバ元eNBに接続されたハンドオーバ元GWの識別子をさらに含み得る。ハンドオ
ーバ先eNBのGW情報は、ハンドオーバ先eNBがGWに接続されているかどうかを含み得る。ハ
ンドオーバ先eNBがGWに接続されているとき、ハンドオーバ先eNBのGW情報は、ハンドオー
バ先eNBに接続されたハンドオーバ先GWの識別子をさらに含み得る。
【０１２１】
　ステップ603:UEが、X2ハンドオーバによってハンドオーバ元eNBからハンドオーバ先eNB
にハンドオーバされる。
【０１２２】
　ステップ604:ハンドオーバ先eNBが、ハンドオーバ元eNBにUEコンテキスト解放メッセー
ジを送信する。
【０１２３】
　ステップ605:任意で、ハンドオーバ元eNBが、UEのコンテキストに関連するリソースを
解放する。
【０１２４】
　ステップ606:任意で、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ元eNBのGW情報およびハンド
オーバ先eNBのGW情報に従って、ハンドオーバ元eNBがハンドオーバ元GWに接続されており
、ハンドオーバ先eNBがハンドオーバ先GWまたはMMEに接続されていると判定する。
【０１２５】
　ステップ607:ハンドオーバ元GWが、ハンドオーバ元eNBによって送信されたUEコンテキ
スト解放要求メッセージを受信する。UEコンテキスト解放要求メッセージは、ハンドオー
バ先eNBにハンドオーバされたUEの識別子を運ぶ。
【０１２６】
　ステップ608:ハンドオーバ元GWが、MMEにUEコンテキスト解放要求メッセージを送信す
る。UEコンテキスト解放要求メッセージは、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUE
の識別子を運ぶ。
【０１２７】
　ステップ609:MMEが、ハンドオーバ元GWにUEコンテキスト解放命令メッセージを送信す
る。UEコンテキスト解放命令メッセージは、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUE
の識別子を運ぶ。
【０１２８】
　ステップ610:ハンドオーバ元GWが、ハンドオーバ元eNBにUEコンテキスト解放命令メッ
セージを送信する。UEコンテキスト解放命令メッセージは、ハンドオーバ先eNBにハンド
オーバされたUEの識別子を運ぶ。
【０１２９】
　ステップ611:任意で、ハンドオーバ元eNBが、UEの識別子に対応するUEのコンテキスト
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に関連するリソースを解放する。
【０１３０】
　この実施形態においては、ステップ611がステップ605とぶつかっており、つまり、ステ
ップ611および605の一方だけが任意の実施形態で利用できる可能性がある。
【０１３１】
　ステップ612:ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ元GWにUEコンテキスト解放完了メッ
セージを送信する。UEコンテキスト解放命令メッセージは、ハンドオーバ先eNBにハンド
オーバされたUEの識別子を運ぶ。
【０１３２】
　ステップ613:ハンドオーバ元GWが、UEの識別子に対応するUEのコンテキストに関連する
リソースを解放する。
【０１３３】
　ステップ614:任意で、ハンドオーバ元GWが、MMEにUEコンテキスト解放完了メッセージ
を送信する。
【０１３４】
　加えて、この実施形態においては、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ元GWおよびハ
ンドオーバ先GWのトラッキングエリア識別子(Tracking Area Identifier、以降、TAIと呼
ぶ)に従って、ハンドオーバ元eNBがハンドオーバ元GWに接続されており、ハンドオーバ先
eNBがハンドオーバ先GWまたはMMEに接続されていると判定することもできる。特に、同じ
GWに接続されていないeNBはTAIを共有することができないと規定可能である。このように
、同じGWに接続されていないeNBがTAIを共有できないとき、ハンドオーバ元eNBが、ハン
ドオーバ先eNBにハンドオーバ元eNBのTAIを送信し、ハンドオーバ先eNBによって送信され
たハンドオーバ先eNBのTAIを受信することができ、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ
元eNBのTAIおよびハンドオーバ先eNBのTAIに従って、ハンドオーバ元eNBがハンドオーバ
元GWに接続されており、ハンドオーバ先eNBがハンドオーバ先GWまたはMMEに接続されてい
ると判定することができる。次いで、ハンドオーバ元eNBが、ハンドオーバ元GWにUEコン
テキスト解放要求メッセージを送信することができる。
【０１３５】
　この実施形態においては、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUEの識別子を運び
、ハンドオーバ元eNBによって送信されるUEコンテキスト解放要求メッセージを受信した
後、ハンドオーバ元GWが、MMEにUEコンテキスト解放要求メッセージを送信し、MMEによっ
て送信されたUEコンテキスト解放命令メッセージを受信することができる。それから、ハ
ンドオーバ元GWが、ハンドオーバ元eNBにUEコンテキスト解放命令メッセージを送信し、
ハンドオーバ元eNBによって送信されたUEコンテキスト解放完了メッセージを受信するこ
とができる。次いで、ハンドオーバ元GWが、ハンドオーバ先eNBにハンドオーバされたUE
の識別子に対応するUEのコンテキストに関連するリソースを解放することができる。UEの
識別子は、UEコンテキスト解放完了メッセージで運ばれる。その結果、ハンドオーバ元GW
のUEのコンテキストに関連するリソースが解放可能になり、したがって、新しいUEがネッ
トワークに正常にアクセスすることができ、リソースが節約される。
【０１３６】
　図7は、本発明の第7の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。図7に示されるように、ユーザ機器のコンテキス
トに関連するリソースを解放するための方法は、以下のステップを含み得る。
【０１３７】
　ステップ701:中間ノードが、中間ノードによってサービスを提供されるユーザ機器のデ
ータの送信および/またはシグナリングの送信を監視する。
【０１３８】
　ステップ702:中間ノードが、データの送信および/またはシグナリングの送信が事前に
設定された条件を満たすユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放する。
【０１３９】
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　事前に設定された条件は、少なくとも、ユーザ機器のデータの送信および/またはシグ
ナリングの送信の停止継続時間が事前に設定された継続時間を超えること、あるいは中間
ノードがユーザ機器に関する終了マーカーパケットを受信すること、あるいは中間ノード
がユーザ機器に関するハートビートデータブロックを最後に受信する時間に対する時間間
隔が事前に設定された時間間隔を超えることを含み得る。
【０１４０】
　この実施形態においては、中間ノードが中間ノードによってサービスを提供されるユー
ザ機器のデータの送信および/またはシグナリングの送信を監視した後、かつ中間ノード
がデータの送信および/またはシグナリングの送信が事前に設定された条件を満たすユー
ザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放する前に、中間ノードは、さらに、ユー
ザ機器コンテキスト解放要求メッセージまたはリセットメッセージをコアネットワークノ
ードに送信し、コアネットノードによって送信されたユーザ機器コンテキスト解放命令メ
ッセージまたはリセット肯定応答メッセージを受信することができる。当然ながら、本発
明の実施形態は、これに限定されない。中間ノードが中間ノードによってサービスを提供
されるユーザ機器のデータの送信および/またはシグナリングの送信を監視した後に、中
間ノードが、データの送信および/またはシグナリングの送信が事前に設定された条件を
満たすユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放することができる限り、中間
ノードは、さらに、ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージおよびリセットメッセー
ジ以外のメッセージをコアネットワークノードに送信することができる。本発明の実施形
態は、中間ノードによってコアネットワークノードに送信されるメッセージの具体的な形
式を限定しない。
【０１４１】
　この実施形態において、コアネットワークノードは、モビリティ管理エンティティなど
のコアネットワークの機能を提供するノードとすることができ、中間ノードは、アクセス
ネットワークノードとコアネットワークノードとの間のプロトコル変換、経路選択、およ
びデータ交換などのネットワーク互換機能を提供するノードとすることができる。例えば
、中間ノードは、ゲートウェイまたはDeNBとすることができ、アクセスネットワークノー
ドは、アクセス機能を提供するノード、例えば、基地局であってもよい。基地局は、eNB
を含み得る。eNBは、よくあるマクロ基地局、またはHeNB/HNBもしくはRNを含む小型基地
局とすることができる。しかしながら、本発明の実施形態は、アクセスネットワークノー
ド、中間ノード、およびコアネットワークノードの具体的な形式を限定しない。
【０１４２】
　この実施形態においては、中間ノードが、中間ノードによってサービスを提供されるユ
ーザ機器のデータの送信および/またはシグナリングの送信を監視し、データの送信およ
び/またはシグナリングの送信が事前に設定された条件を満たすユーザ機器のコンテキス
トに関連するリソースを解放することができる。その結果、ハンドオーバ元中間ノードの
ユーザ機器のコンテキストに関連するリソースが解放可能になり、したがって、新しいユ
ーザ機器がネットワークに正常にアクセスすることができ、リソースが節約される。
【０１４３】
　図8は、本発明の第8の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。この実施形態においては、eNBであるアクセスネ
ットワークノードと、GWである中間ノードと、MMEであるコアネットワークノードとが、
説明のための例として使用される。図8に示されるように、ユーザ機器のコンテキストに
関連するリソースを解放するための方法は、以下のステップを含み得る。
【０１４４】
　ステップ801:任意で、UEが、X2ハンドオーバによってハンドオーバ元eNBからハンドオ
ーバ先eNBにハンドオーバされる。
【０１４５】
　ステップ802:任意で、ハンドオーバ先eNBが、ハンドオーバ元eNBにUEコンテキスト解放
メッセージを送信する。
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【０１４６】
　ステップ803:任意で、ハンドオーバ元eNBが、UEのコンテキストに関連するリソースを
解放する。
【０１４７】
　ステップ804:ハンドオーバ元GWが、ハンドオーバ元GWによってサービスを提供されるユ
ーザ機器のデータの送信および/またはシグナリングの送信を監視し、データの送信およ
び/またはシグナリングの送信が事前に設定された条件を満たすユーザ機器を発見する。
【０１４８】
　事前に設定された条件は、以下のうちのいずれか1つ、または以下の任意の組合せとす
ることができる。
　(1)トラッキングエリア更新(Tracking Area Update、以降、TAUと呼ぶ)のシグナリング
などの、UEのデータおよび/またはシグナリングの送信停止継続時間が、事前に設定され
た継続時間を超える。
　(2)ハンドオーバ元GWが、UEに関する終了マーカー(End Marker)パケットを受信し、終
了マーカーパケットは、コアネットワークがUEのパケットを後でハンドオーバ元eNBに送
信しないことを示す。
　(3)ハンドオーバ元GWがUEに関するハートビートデータブロック(Heart Beat Chunk)を
最後に受信する時間に対する時間間隔が、事前に設定された時間間隔を超え、UEに関する
受信されるハートビートデータブロックは、UEがハンドオーバ元GWのサービスをまだ受信
していることを示す。
【０１４９】
　ステップ805:任意で、ハンドオーバ元GWが、MMEにUEコンテキスト解放要求メッセージ
を送信する。
【０１５０】
　ステップ806:任意で、MMEが、ハンドオーバ元GWにUEコンテキスト解放命令メッセージ
を送信する。
【０１５１】
　ステップ807:ハンドオーバ元GWが、データの送信および/またはシグナリングの送信が
事前に設定された条件を満たすユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放する
。
【０１５２】
　加えて、本発明の実施形態のステップ805において、ハンドオーバ元GWは、MMEにリセッ
トメッセージを送信する可能性もあり、したがって、ステップ806において、MMEは、ハン
ドオーバ元GWにリセット肯定応答メッセージを送信することができ、これらはこの実施形
態に限定されない。
【０１５３】
　この実施形態においては、ハンドオーバ元GWが、ハンドオーバ元GWによってサービスを
提供されるUEのデータの送信および/またはシグナリングの送信を監視し、データの送信
および/またはシグナリングの送信が事前に設定された条件を満たすUEのコンテキストに
関連するリソースを解放することができる。その結果、ハンドオーバ元GWのUEのコンテキ
ストに関連するリソースが解放可能になり、したがって、新しいUEがネットワークに正常
にアクセスすることができ、リソースが節約される。
【０１５４】
　図9は、本発明の第9の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放するための方法の流れ図である。図9に示されるように、ユーザ機器のコンテキス
トに関連するリソースを解放するための方法は、以下のステップを含み得る。
【０１５５】
　ステップ901:ハンドオーバ元アクセスネットワークノードが、ユーザ機器がハンドオー
バ元アクセスネットワークノードからハンドオーバ先アクセスネットワークノードにハン
ドオーバされると判定する。
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【０１５６】
　ステップ902:ハンドオーバ元アクセスネットワークノードが、ハンドオーバ元中間ノー
ドに制御メッセージを送信し、制御メッセージは、ハンドオーバ先アクセスネットワーク
ノードにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を運び、その結果、ハンドオーバ元中間
ノードが、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連するリソース
を解放する。
【０１５７】
　この実施形態の1つの実装方法では、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードが、
ユーザ機器がハンドオーバ元アクセスネットワークノードからハンドオーバ先アクセスネ
ットワークノードにハンドオーバされると判定する前に、ハンドオーバ元アクセスネット
ワークノードが、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードの中間ノード情報をハンド
オーバ先アクセスネットワークノードに送信し、ハンドオーバ先アクセスネットワークノ
ードによって送信されたハンドオーバ先アクセスネットワークノードの中間ノード情報を
受信することができる。次いで、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードがハンドオ
ーバ元中間ノードに制御メッセージを送信する前に、ハンドオーバ元アクセスネットワー
クノードが、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードの中間ノード情報およびハンド
オーバ先アクセスネットワークノードの中間ノード情報に従って、そのハンドオーバ元ア
クセスネットワークノードがハンドオーバ元中間ノードに制御メッセージを送信する必要
があると判定することができる。
【０１５８】
　特に、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードの中間ノード情報およびハンドオー
バ先アクセスネットワークノードの中間ノード情報に従って、ハンドオーバ元アクセスネ
ットワークノードがハンドオーバ元中間ノードに接続されており、ハンドオーバ先アクセ
スネットワークノードがハンドオーバ先中間ノードまたはコアネットワークノードに接続
されていると判定されるとき、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードは、ハンドオ
ーバ元中間ノードに制御メッセージを送信することができる。
【０１５９】
　ハンドオーバ元アクセスネットワークノードの中間ノード情報は、ハンドオーバ元アク
セスネットワークノードが中間ノードに接続されているかどうかを含む。ハンドオーバ元
アクセスネットワークノードが中間ノードに接続されているとき、ハンドオーバ元アクセ
スネットワークノードの中間ノード情報は、ハンドオーバ元アクセスネットワークノード
に接続されたハンドオーバ元中間ノードの識別子をさらに含む。ハンドオーバ元中間ノー
ドの識別子は、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードがハンドオーバ元アクセスネ
ットワークノードの中間ノード情報をハンドオーバ先アクセスネットワークノードに送信
する前にハンドオーバ元中間ノードによってハンドオーバ元アクセスネットワークノード
に送信可能である。
　ハンドオーバ先アクセスネットワークノードの中間ノード情報は、ハンドオーバ先アク
セスネットワークノードが中間ノードに接続されているかどうかを含む。ハンドオーバ先
アクセスネットワークノードが中間ノードに接続されているとき、ハンドオーバ先アクセ
スネットワークノードの中間ノード情報は、ハンドオーバ先アクセスネットワークノード
に接続されたハンドオーバ先中間ノードの識別子をさらに含む。ハンドオーバ先中間ノー
ドの識別子は、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードがハンドオーバ先アクセスネ
ットワークノードの中間ノード情報をハンドオーバ元アクセスネットワークノードに送信
する前にハンドオーバ先中間ノードによってハンドオーバ先アクセスネットワークノード
に送信可能である。
【０１６０】
　この実施形態の別の実装方法では、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードが、ユ
ーザ機器がハンドオーバ元アクセスネットワークノードからハンドオーバ先アクセスネッ
トワークノードにハンドオーバされると判定する前に、同じ中間ノードに接続されていな
いアクセスネットワークノードがトラッキングエリア識別子を共有することができないと
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きは、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードが、ハンドオーバ元アクセスネットワ
ークノードのトラッキングエリア識別子をハンドオーバ先アクセスネットワークノードに
送信し、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードによって送信されたハンドオーバ先
アクセスネットワークノードのトラッキングエリア識別子を受信することができる。次い
で、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードがハンドオーバ元中間ノードに制御メッ
セージを送信する前に、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードが、ハンドオーバ元
アクセスネットワークノードのトラッキングエリア識別子およびハンドオーバ先アクセス
ネットワークノードのトラッキングエリア識別子に従って、そのハンドオーバ元アクセス
ネットワークノードがハンドオーバ元中間ノードに制御メッセージを送信する必要がある
と判定することができる。
【０１６１】
　特に、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードが、ハンドオーバ元アクセスネット
ワークノードのトラッキングエリア識別子およびハンドオーバ先アクセスネットワークノ
ードのトラッキングエリア識別子に従って、ハンドオーバ元アクセスネットワークノード
がハンドオーバ元中間ノードに接続されており、ハンドオーバ先アクセスネットワークノ
ードがハンドオーバ先中間ノードまたはコアネットワークノードに接続されていると判定
するとき、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードは、ハンドオーバ元中間ノードに
制御メッセージを送信することができる。
【０１６２】
　しかし、本発明の実施形態は、上述の2つの実装方法に限定されない。ハンドオーバ元
アクセスネットワークノードは、そのハンドオーバ元アクセスネットワークノードがハン
ドオーバ元中間ノードに制御メッセージを送信する必要があるかどうかをその他の判断基
準によって判定する可能性もあり、これはこの実施形態に限定されない。
【０１６３】
　上述の実施形態においては、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードが、ユーザ機
器がハンドオーバ元アクセスネットワークノードからハンドオーバ先アクセスネットワー
クノードにハンドオーバされると判定した後、ハンドオーバ先アクセスネットワークノー
ドにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を運ぶ制御メッセージをハンドオーバ元中間
ノードに送信することができる。このように、制御メッセージを受信した後、ハンドオー
バ元中間ノードが、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連する
リソースを解放することができる。その結果、ハンドオーバ元中間ノードのユーザ機器の
コンテキストに関連するリソースが解放可能になり、したがって、新しいユーザ機器がネ
ットワークに正常にアクセスすることができ、リソースが節約される。
【０１６４】
　図10は、本発明の第10の実施形態による、ユーザ機器のコンテキストに関連するリソー
スを解放するための方法の流れ図である。図10に示されるように、ユーザ機器のコンテキ
ストに関連するリソースを解放するための方法は、以下のステップを含み得る。
【０１６５】
　ステップ1001:コアネットワークノードが、ハンドオーバ元中間ノードに制御メッセー
ジを送信し、制御メッセージは、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードにハンドオ
ーバされたユーザ機器の識別子を運び、その結果、ハンドオーバ元中間ノードが、ユーザ
機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放する。
【０１６６】
　ステップ1002:コアネットワークノードが、制御メッセージに応答してハンドオーバ元
中間ノードによって送信された応答を受信する。
【０１６７】
　この実施形態の1つの実装方法では、コアネットワークノードがハンドオーバ元中間ノ
ードに制御メッセージを送信する前に、コアネットワークノードが、中間ノードによって
送信される中間ノードの中間ノード識別子と中間ノード識別子に対応する中間ノードイン
ジケータとを受信し、保存することができる。中間ノードインジケータは、中間ノードイ
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ンジケータを送信するノードの種類が中間ノードであることを示す。中間ノード識別子は
、ネットワーク内の1つの中間ノードを一意に特定する。この場合、コアネットワークノ
ードは、ユーザ機器に対応するハンドオーバ元側およびハンドオーバ先側のノードの事前
に得られた識別子、ならびに中間ノードインジケータと中間ノード識別子との間の事前に
得られた対応する関係に従って、そのコアネットワークノードがハンドオーバ元中間ノー
ドに制御メッセージを送信する必要があると判定する。
【０１６８】
　特に、ハンドオーバ元中間ノードに制御メッセージを送信する前に、コアネットワーク
ノードは、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードによって送信される、ハンドオー
バ先アクセスネットワークノードにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を受信し、ハ
ンドオーバ先アクセスネットワークノードにハンドオーバされたユーザ機器に対応するハ
ンドオーバ先側のノードによって送信された経路切替え要求を受信することができる。ユ
ーザ機器の識別子は、ユーザ機器がネットワークにアクセスするときにコアネットワーク
ノードによってユーザ機器に割り振られ、X2ハンドオーバ中にハンドオーバ元アクセスネ
ットワークノードによってハンドオーバ先アクセスネットワークノードに送信される。次
いで、ユーザ機器の識別子に従って、コアネットワークノードは、ユーザ機器の識別子と
ユーザ機器に対応するハンドオーバ元側のノードの識別子との間の保存された対応する関
係の中を検索してユーザ機器に対応するハンドオーバ元側のノードの識別子を取得する。
加えて、経路切替え要求を受信するための経路とハンドオーバ先側のノードの識別子との
間の保存された対応する関係に従って、コアネットワークノードは、ユーザ機器に対応す
るハンドオーバ先側のノードの識別子を取得する。ユーザ機器に対応するハンドオーバ元
側およびハンドオーバ先側のノードはコアネットワークノードに直接接続されている。
【０１６９】
　ユーザ機器に対応するハンドオーバ元側のノードの識別子を取得した後、コアネットワ
ークノードは、ハンドオーバ元側のノードの識別子に従って、コアネットワークノードに
保存された中間ノード識別子の中を検索することができる。ハンドオーバ元側のノードの
識別子と同じである中間ノード識別子が見つかる場合、コアネットワークノードは、中間
ノード識別子に対応する中間ノードインジケータに従って、ハンドオーバ元側のノードが
ハンドオーバ元中間ノードであると判定することができる。ハンドオーバ元側のノードの
識別子と同じである中間ノード識別子が見つからない場合、コアネットワークノードは、
ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元中間ノードではないと判定することができる
。同様に、ユーザ機器に対応するハンドオーバ先側のノードの識別子を取得した後、コア
ネットワークノードは、ハンドオーバ先側のノードの識別子に従って、コアネットワーク
ノードに保存された中間ノード識別子の中を検索することができる。ハンドオーバ先側の
ノードの識別子と同じである中間ノード識別子が見つかる場合、コアネットワークノード
は、中間ノード識別子に対応する中間ノードインジケータに従って、ハンドオーバ先側の
ノードがハンドオーバ先中間ノードであると判定することができる。ハンドオーバ先側の
ノードの識別子と同じである中間ノード識別子が見つからない場合、コアネットワークノ
ードは、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先中間ノードではないと判定すること
ができる。
【０１７０】
　この実施形態の別の実装方法では、コアネットワークノードがハンドオーバ元中間ノー
ドに制御メッセージを送信する前に、コアネットワークノードが、中間ノードによって送
信される中間ノード識別子と中間ノード識別子に対応するトラッキングエリア識別子とを
受信し、保存することができる。中間ノードによって送信されるトラッキングエリア識別
子が属する集合に対応するノードの種類は中間ノードである。中間ノード識別子は、ネッ
トワーク内の1つの中間ノードを一意に特定する。この場合、コアネットワークノードは
、ユーザ機器に対応するハンドオーバ元側およびハンドオーバ先側のノードの事前に得ら
れた識別子、ならびにトラッキングエリア識別子と中間ノード識別子との間の事前に得ら
れた対応する関係に従って、そのコアネットワークノードがハンドオーバ元中間ノードに
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制御メッセージを送信する必要があると判定することができる。
【０１７１】
　特に、ハンドオーバ元中間ノードに制御メッセージを送信する前に、コアネットワーク
ノードは、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードによって送信される、ハンドオー
バ先アクセスネットワークノードにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を受信し、ハ
ンドオーバ先アクセスネットワークノードにハンドオーバされたユーザ機器に対応するハ
ンドオーバ先側のノードによって送信された経路切替え要求を受信することができる。ユ
ーザ機器の識別子は、ユーザ機器がネットワークにアクセスするときにコアネットワーク
ノードによってユーザ機器に割り振られ、X2ハンドオーバ中にハンドオーバ元アクセスネ
ットワークノードによってハンドオーバ先アクセスネットワークノードに送信される。次
いで、ユーザ機器の識別子に従って、コアネットワークノードは、ユーザ機器の識別子と
ユーザ機器に対応するハンドオーバ元側のノードの識別子との間の保存された対応する関
係の中を検索してユーザ機器に対応するハンドオーバ元側のノードの識別子を取得する。
加えて、経路切替え要求を受信するための経路とハンドオーバ先側のノードの識別子との
間の保存された対応する関係に従って、コアネットワークノードは、ユーザ機器に対応す
るハンドオーバ先側のノードの識別子を取得する。ユーザ機器に対応するハンドオーバ元
側およびハンドオーバ先側のノードはコアネットワークノードに直接接続されている。
【０１７２】
　この実装方法においては、異なる種類のノードが、異なるトラッキングエリア識別子の
集合を使用するように設定可能である。例えば、2種類のノードである中間ノードおよび
アクセスネットワークノードが、異なるトラッキングエリア識別子の集合を使用するよう
に設定され得る。このように、ユーザ機器に対応するハンドオーバ元側のノードの識別子
を取得した後、コアネットワークノードは、ハンドオーバ元側のノードの識別子に従って
、コアネットワークノードに保存された中間ノード識別子の中を検索することができる。
ハンドオーバ元側のノードの識別子と同じである中間ノード識別子が見つかる場合、コア
ネットワークノードは、中間ノード識別子に対応するトラッキングエリア識別子が属する
集合に対応するノードの種類に従って、ハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元中間
ノードであると判定することができる。ハンドオーバ元側のノードの識別子と同じである
中間ノード識別子が見つからない場合、コアネットワークノードは、ハンドオーバ元側の
ノードがハンドオーバ元中間ノードではないと判定することができる。同様に、ユーザ機
器に対応するハンドオーバ先側のノードの識別子を取得した後、コアネットワークノード
は、ハンドオーバ先側のノードの識別子に従って、コアネットワークノードに保存された
中間ノード識別子の中を検索することができる。ハンドオーバ先側のノードの識別子と同
じである中間ノード識別子が見つかる場合、コアネットワークノードは、中間ノード識別
子に対応するトラッキングエリア識別子が属する集合に対応するノードの種類に従って、
ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先中間ノードであると判定することができる。
ハンドオーバ先側のノードの識別子と同じである中間ノード識別子が見つからない場合、
コアネットワークノードは、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先中間ノードでは
ないと判定することができる。
【０１７３】
　この実施形態においては、上述の2つの実装方法によって、ハンドオーバ元側のノード
がハンドオーバ元中間ノードであり、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先中間ノ
ードであり、ハンドオーバ元側のノードの識別子がハンドオーバ先側のノードの識別子と
異なると判定されるとき、またはハンドオーバ元側のノードがハンドオーバ元中間ノード
であり、ハンドオーバ先側のノードがハンドオーバ先中間ノードではないと判定されると
き、コアネットワークノードが、ハンドオーバ元中間ノードに制御メッセージを送信する
ことができる。しかし、本発明の実施形態はこれまでの内容に限定されず、コアネットワ
ークノードは、そのコアネットワークノードがハンドオーバ元中間ノードに制御メッセー
ジを送信する必要があるかどうかをその他の判断基準によって判定することができ、これ
はこの実施形態に限定されない。
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【０１７４】
　上述の実施形態において、コアネットワークノードは、ハンドオーバ先アクセスネット
ワークノードにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を運ぶ制御メッセージをハンドオ
ーバ元中間ノードに送信する。制御メッセージを受信した後、ハンドオーバ元中間ノード
が、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放
することができる。その結果、ハンドオーバ元中間ノードのユーザ機器のコンテキストに
関連するリソースが解放可能になり、したがって、新しいユーザ機器がネットワークに正
常にアクセスすることができ、リソースが節約される。
【０１７５】
　当業者は、方法の実施形態のステップのすべてまたは一部が、関連するハードウェアに
指示を与えるプログラムによって実装され得ることを理解するはずである。プログラムは
、コンピュータ可読記録媒体に記録され得る。プログラムが実行されるとき、方法の実施
形態のステップが実行される。記録媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク、または光ディスク
などのプログラムコードを記録することができる任意の媒体であってもよい。
【０１７６】
　図11は、本発明の第1の実施形態による中間ノードのデバイスの概略的な構造図である
。この実施形態において、中間ノードのデバイスは、図1に示された本発明の実施形態の
プロセスを実施することができる。図11に示されるように、中間ノードのデバイスは、第
1の受信モジュール1101および解放モジュール1102を含み得る。
　第1の受信モジュール1101は制御メッセージを受信するように構成されている。制御メ
ッセージはハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバイスにハンドオーバされた
ユーザ機器の識別子を運ぶ。
　解放モジュール1102は、第1の受信モジュール1101によって受信された制御メッセージ
で運ばれるユーザ機器の識別子に従って、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコ
ンテキストに関連するリソースを解放するように構成されている。
【０１７７】
　この実施形態の中間ノードのデバイスは、アクセスネットワークノードのデバイスとコ
アネットワークノードのデバイスとの間のプロトコル変換、経路選択、およびデータ交換
などのネットワーク互換機能を提供するノードのデバイス、例えば、ゲートウェイまたは
DeNBとすることができる。しかしながら、本発明の実施形態は、中間ノードのデバイスの
具体的な形式を限定しない。
【０１７８】
　この実施形態の制御メッセージは、ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージ、ユー
ザ機器コンテキスト解放命令メッセージ、またはリセットメッセージとすることができる
。本発明の実施形態は、これに限定されない。本発明の実施形態は、制御メッセージの具
体的な形式を限定しない。制御メッセージは、ハンドオーバ元中間ノードが、制御メッセ
ージで運ばれる、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードにハンドオーバされたユー
ザ機器の識別子に従って対応するユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放す
ることができる限り、ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージ、ユーザ機器コンテキ
スト解放命令メッセージ、およびリセットメッセージ以外のその他のメッセージであって
もよい。
【０１７９】
　中間ノードのデバイスにおいては、第1の受信モジュール1101がハンドオーバ先アクセ
スネットワークノードにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を運ぶ制御メッセージを
受信した後、解放モジュール1102が、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテ
キストに関連するリソースを解放する。その結果、ハンドオーバ元中間ノードのデバイス
のユーザ機器のコンテキストに関連するリソースが解放可能になり、したがって、新しい
ユーザ機器がネットワークに正常にアクセスすることができ、リソースが節約される。
【０１８０】
　図12は、本発明の第2の実施形態による中間ノードのデバイスの概略的な構造図である
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。図11に示された中間ノードのデバイスと比較して、違いは、1つの実装方法において、
図12に示される中間ノードのデバイスでは、第1の受信モジュール1101によって受信され
る制御メッセージが、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスによって送
信されたユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージまたはリセットメッセージとするこ
とができる点にある。
【０１８１】
　その上、この実装方法の中間ノードのデバイスは、第1の受信モジュール1101によって
受信されたユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージまたはリセットメッセージをコア
ネットワークノードのデバイスに送信するように構成された第1の送信モジュール1103を
さらに含み得る。この場合、第1の受信モジュール1101は、さらに、コアネットワークノ
ードのデバイスによって送信されたユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリ
セット肯定応答メッセージを受信することができる。
【０１８２】
　この実装方法では、第1の送信モジュール1103が、さらに、受信されたユーザ機器コン
テキスト解放命令メッセージまたはリセット肯定応答メッセージをハンドオーバ元アクセ
スネットワークノードのデバイスに送信することができ、第1の受信モジュール1101が、
さらに、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスによって送信されたユー
ザ機器コンテキスト解放完了メッセージまたはリセット肯定応答メッセージを受信するこ
とができる。その上、第1の送信モジュール1103は、さらに、第1の受信モジュール1101に
よって受信されたユーザ機器コンテキスト解放完了メッセージまたはリセット肯定応答メ
ッセージをコアネットワークノードのデバイスに送信することができる。
【０１８３】
　この実施形態の別の実装方法では、第1の受信モジュール1101によって受信される制御
メッセージは、コアネットワークノードのデバイスによって送信されたユーザ機器コンテ
キスト解放命令メッセージまたはリセットメッセージとすることができる。
【０１８４】
　その上、この実装方法の中間ノードのデバイスは、第1の受信モジュール1101によって
受信されたユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリセットメッセージをハン
ドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスに送信するように構成された第2の送
信モジュール1104をさらに含み得る。この場合、第1の受信モジュール1101が、さらに、
ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスによって送信されたユーザ機器コ
ンテキスト解放完了メッセージまたはリセット肯定応答メッセージを受信することができ
る。その上、第2の送信モジュール1104は、さらに、第1の受信モジュール1101によって受
信されたユーザ機器コンテキスト解放完了メッセージまたはリセット肯定応答メッセージ
をコアネットワークノードのデバイスに送信することができる。
【０１８５】
　中間ノードのデバイスは、ハンドオーバ元中間ノードのデバイスのユーザ機器のコンテ
キストに関連するリソースを解放することができ、したがって、新しいユーザ機器がネッ
トワークに正常にアクセスすることができ、リソースが節約される。
【０１８６】
　図13は、本発明の第1の実施形態によるハンドオーバ元アクセスネットワークノードの
デバイスの概略的な構造図である。図13に示されるように、ハンドオーバ元アクセスネッ
トワークノードのデバイスは、第1の判定モジュール1301および第3の送信モジュール1302
を含み得る。
　第1の判定モジュール1301は、ユーザ機器がハンドオーバ元アクセスネットワークノー
ドからハンドオーバ先アクセスネットワークノードにハンドオーバされると判定するよう
に構成されている。
　第3の送信モジュール1302は、第1の判定モジュール1301が、ユーザ機器がハンドオーバ
元アクセスネットワークノードからハンドオーバ先アクセスネットワークノードにハンド
オーバされると判定した後、ハンドオーバ元中間ノードのデバイスに制御メッセージを送
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信するように構成されている。制御メッセージは、ハンドオーバ先アクセスネットワーク
ノードのデバイスにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を運び、その結果、ハンドオ
ーバ元中間ノードのデバイスが、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテキス
トに関連するリソースを解放する。
【０１８７】
　この実施形態のハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスは、基地局など
の、アクセス機能を提供するノードのデバイスとすることができる。基地局は、eNBを含
み得る。eNBは、よくあるマクロ基地局、またはHeNB/HNBもしくはRNを含む小型基地局と
することができる。しかしながら、本発明の実施形態は、ハンドオーバ元アクセスネット
ワークノードのデバイスの具体的な形式を限定しない。
【０１８８】
　この実施形態の制御メッセージは、ユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージまたは
リセットメッセージとすることができる。本発明の実施形態は、これに限定されない。本
発明の実施形態は、制御メッセージの具体的な形式を限定しない。制御メッセージは、ハ
ンドオーバ元中間ノードが、制御メッセージで運ばれる、ハンドオーバ先アクセスネット
ワークノードにハンドオーバされたユーザ機器の識別子に従って対応するユーザ機器のコ
ンテキストに関連するリソースを解放することができる限り、ユーザ機器コンテキスト解
放要求メッセージおよびリセットメッセージ以外のその他のメッセージであってもよい。
【０１８９】
　ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスは、ハンドオーバ元中間ノード
のデバイスのユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放することができ、した
がって、新しいユーザ機器がネットワークに正常にアクセスすることができ、リソースが
節約される。
【０１９０】
　図14は、本発明の第2の実施形態によるハンドオーバ元アクセスネットワークノードの
デバイスの概略的な構造図である。図13に示されたハンドオーバ元アクセスネットワーク
ノードのデバイスと比較して、違いは、図14に示されるハンドオーバ元アクセスネットワ
ークノードのデバイスが、第2の受信モジュール1303をさらに含み得る点にある。
　第3の送信モジュール1302は、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバイス
にハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスの中間ノード情報を送信するよ
うにさらに構成されている。第2の受信モジュール1303は、ハンドオーバ先アクセスネッ
トワークノードのデバイスによって送信されたハンドオーバ先アクセスネットワークノー
ドのデバイスの中間ノード情報を受信するように構成されている。この場合、第1の判定
モジュール1301は、ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスの中間ノード
情報と第2の受信モジュール1303によって受信されたハンドオーバ先アクセスネットワー
クノードのデバイスの中間ノード情報とに従って、第3の送信モジュール1302がハンドオ
ーバ元中間ノードのデバイスに制御メッセージを送信することを求められるとさらに判定
することができる。
【０１９１】
　その上、この実施形態のハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスは、第
3の受信モジュール1304をさらに含み得る。
　特に、第3の送信モジュール1302が、さらに、同じ中間ノードのデバイスに接続されて
いないアクセスネットワークノードのデバイスがトラッキングエリア識別子を共有できな
いときに、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバイスにハンドオーバ元アク
セスネットワークノードのデバイスのトラッキングエリア識別子を送信することができる
。次いで、第3の受信モジュール1304が、ハンドオーバ先アクセスネットワークノードの
デバイスによって送信されたハンドオーバ先アクセスネットワークノードのデバイスのト
ラッキングエリア識別子を受信することができる。この場合、第1の判定モジュール1301
は、第3の受信モジュール1304によって受信されるハンドオーバ先アクセスネットワーク
ノードのデバイスのトラッキングエリア識別子と、ハンドオーバ元アクセスネットワーク



(35) JP 5773376 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

ノードのデバイスのトラッキングエリア識別子とに従って、第3の送信モジュール1302が
ハンドオーバ元中間ノードのデバイスに制御メッセージを送信することを求められるとさ
らに判定することができる。
【０１９２】
　ハンドオーバ元アクセスネットワークノードのデバイスは、ハンドオーバ元中間ノード
のデバイスのユーザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放することができ、した
がって、新しいユーザ機器がネットワークに正常にアクセスすることができ、リソースが
節約される。
【０１９３】
　図15は、本発明の第1の実施形態によるコアネットワークノードのデバイスの概略的な
構造図である。図15に示されるように、コアネットワークノードのデバイスは、第4の送
信モジュール1501および第4の受信モジュール1502を含み得る。
【０１９４】
　第4の送信モジュール1501は、ハンドオーバ元中間ノードのデバイスに制御メッセージ
を送信するように構成されている。制御メッセージは、ハンドオーバ先アクセスネットワ
ークノードのデバイスにハンドオーバされたユーザ機器の識別子を運び、その結果、ハン
ドオーバ元中間ノードのデバイスが、ユーザ機器の識別子に対応するユーザ機器のコンテ
キストに関連するリソースを解放する。
　第4の受信モジュール1502は、制御メッセージに応答してハンドオーバ元中間ノードの
デバイスによって送信された応答を受信するように構成されている。
【０１９５】
　この実施形態の制御メッセージは、ユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたは
リセットメッセージとすることができる。しかしながら、本発明の実施形態は、これに限
定されない。本発明の実施形態は、制御メッセージの具体的な形式を限定しない。制御メ
ッセージは、ハンドオーバ元中間ノードが制御メッセージで運ばれるハンドオーバ先アク
セスネットワークノードにハンドオーバされたユーザ機器の識別子に従って対応するユー
ザ機器のコンテキストに関連するリソースを解放することができる限り、ユーザ機器コン
テキスト解放命令メッセージおよびリセットメッセージ以外のその他のメッセージであっ
てもよい。
【０１９６】
　この実施形態のコアネットワークノードのデバイスは、モビリティ管理エンティティな
どのコアネットワークの機能を提供するノードのデバイスとすることができるが、本発明
の実施形態は、コアネットワークノードのデバイスの具体的な形式を限定しない。
【０１９７】
　コアネットワークノードのデバイスは、ハンドオーバ元中間ノードのデバイスのユーザ
機器のコンテキストに関連するリソースを解放することができ、したがって、新しいユー
ザ機器がネットワークに円滑にアクセスすることができ、リソースが節約される。
【０１９８】
　図16は、本発明の第2の実施形態によるコアネットワークノードのデバイスの概略的な
構造図である。図15に示されたコアネットワークノードのデバイスと比較して、違いは、
この実施形態の1つの実装方法では、図16に示されるコアネットワークノードのデバイス
が、第2の判定モジュール1503をさらに含み得る点にある。
　この実施形態において、第4の受信モジュール1502は、さらに、中間ノードのデバイス
によって送信される中間ノードのデバイスの中間ノード識別子と中間ノード識別子に対応
する中間ノードインジケータとを受信し、保存することができる。中間ノードインジケー
タは、中間ノードインジケータを送信するノードのデバイスの種類が中間ノードのデバイ
スであることを示す。中間ノード識別子は、ネットワーク内の1つの中間ノードのデバイ
スを一意に特定する。
【０１９９】
　第2の判定モジュール1503は、ユーザ機器に対応するハンドオーバ元側およびハンドオ
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ーバ先側のノードのデバイスの事前に得られた識別子、ならびに中間ノードインジケータ
と中間ノード識別子との間の事前に得られた対応する関係に従って、第4の送信モジュー
ル1501がハンドオーバ元中間ノードのデバイスに制御メッセージを送信することを求めら
れると判定することができる。具体的な判定方法は、図10に示された本発明の実施形態で
説明されており、詳細は、本明細書において再度説明されない。
【０２００】
　この実施形態の別の実装方法においては、図16に示されたコアネットワークノードのデ
バイスが、中間ノードのデバイスによって送信される中間ノード識別子と中間ノード識別
子に対応するトラッキングエリア識別子とを受信し、保存するように構成された第5の受
信モジュール1504をさらに含み得る。中間ノードのデバイスによって送信されるトラッキ
ングエリア識別子が属する集合に対応するノードのデバイスの種類は、中間ノードのデバ
イスである。中間ノード識別子は、ネットワーク内の1つの中間ノードのデバイスを一意
に特定する。
【０２０１】
　第2の判定モジュール1503は、ユーザ機器に対応するハンドオーバ元側およびハンドオ
ーバ先側のノードのデバイスの事前に得られた識別子、ならびにトラッキングエリア識別
子と中間ノード識別子との間の事前に得られた対応する関係に従って、第4の送信モジュ
ール1501がハンドオーバ元中間ノードのデバイスに制御メッセージを送信することを求め
られるとさらに判定することができる。具体的な判定方法は、図10に示された本発明の実
施形態で説明されており、詳細は、本明細書において再度説明されない。
【０２０２】
　コアネットワークノードのデバイスは、ハンドオーバ元中間ノードのデバイスのユーザ
機器のコンテキストに関連するリソースを解放することができ、したがって、新しいユー
ザ機器がネットワークに正常にアクセスすることができ、リソースが節約される。
【０２０３】
　図17は、本発明の第3の実施形態による中間ノードのデバイスの概略的な構造図である
。この実施形態において、中間ノードのデバイスは、図7に示された本発明の実施形態の
プロセスを実施することができる。図17に示されるように、中間ノードのデバイスは、監
視モジュール1701およびリソース解放モジュール1702を含み得る。
　監視モジュール1701は、中間ノードのデバイスの下のユーザ機器のデータの送信および
/またはシグナリングの送信を監視するように構成されている。
　リソース解放モジュール1702は、監視モジュール1701によって監視されたデータの送信
および/またはシグナリングの送信が事前に設定された条件を満たすユーザ機器のコンテ
キストに関連するリソースを解放するように構成されている。
【０２０４】
　この実施形態の中間ノードのデバイスは、アクセスネットワークノードのデバイスとコ
アネットワークノードのデバイスとの間のプロトコル変換、経路選択、およびデータ交換
などのネットワーク互換機能を提供するノードのデバイス、例えば、ゲートウェイまたは
DeNBとすることができる。しかしながら、本発明の実施形態は、中間ノードのデバイスの
具体的な形式を限定しない。
【０２０５】
　中間ノードのデバイスにおいて、監視モジュール1701は、中間ノードのデバイスによっ
てサービスを提供されるユーザ機器のデータの送信および/またはシグナリングの送信を
監視することができる。リソース解放モジュール1702は、データの送信および/またはシ
グナリングの送信が事前に設定された条件を満たすユーザ機器のコンテキストに関連する
リソースを解放することができる。その結果、ハンドオーバ元中間ノードのデバイスのユ
ーザ機器のコンテキストに関連するリソースが解放可能になり、したがって、新しいユー
ザ機器がネットワークに正常にアクセスすることができ、リソースが節約される。
【０２０６】
　図18は、本発明の第4の実施形態による中間ノードのデバイスの概略的な構造図である
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。図17に示された中間ノードのデバイスと比較して、違いは、図18に示される中間ノード
のデバイスが、
　コアネットワークノードのデバイスにユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージまた
はリセットメッセージを送信するように構成されたメッセージ送信モジュール1703であっ
て、特に、監視モジュール1701が中間ノードのデバイスの下のユーザ機器のデータの送信
および/またはシグナリングの送信を監視した後、かつリソース解放モジュール1702がデ
ータの送信および/またはシグナリングの送信が事前に設定された条件を満たすユーザ機
器のコンテキストに関連するリソースを解放する前に、コアネットワークノードのデバイ
スにユーザ機器コンテキスト解放要求メッセージまたはリセットメッセージを送信するこ
とができる、メッセージ送信モジュール1703と、
　コアネットワークノードのデバイスによって送信されたユーザ機器コンテキスト解放命
令メッセージまたはリセット肯定応答メッセージを受信するように構成されたメッセージ
受信モジュール1704とをさらに含み得、
　この実施形態においては、メッセージ受信モジュール1704がコアネットワークノードの
デバイスによって送信されたユーザ機器コンテキスト解放命令メッセージまたはリセット
肯定応答メッセージを受信した後、リソース解放モジュール1702が、データの送信および
/またはシグナリングの送信が事前に設定された条件を満たすユーザ機器のコンテキスト
に関連するリソースを解放することができることにある。
【０２０７】
　当然ながら、本発明の実施形態は、これに限定されない。監視モジュール1701が中間ノ
ードによってサービスを提供されるユーザ機器のデータの送信および/またはシグナリン
グの送信を監視した後に、リソース解放モジュール1702がデータの送信および/またはシ
グナリングの送信が事前に設定された条件を満たすユーザ機器のコンテキストに関連する
リソースを解放することができる限り、メッセージ送信モジュール1703は、さらに、ユー
ザ機器コンテキスト解放要求メッセージおよびリセットメッセージ以外のメッセージをコ
アネットワークノードのデバイスに送信することができる。本発明の実施形態は、メッセ
ージ送信モジュール1703によってコアネットワークノードに送信されるメッセージの具体
的な形式を限定しない。
【０２０８】
　中間ノードのデバイスは、ハンドオーバ元中間ノードのデバイスのユーザ機器のコンテ
キストに関連するリソースを解放することができ、したがって、新しいユーザ機器がネッ
トワークに正常にアクセスすることができ、リソースが節約される。
【０２０９】
　添付の図面は例示的な実施形態の概略図であるに過ぎず、添付の図面のモジュールまた
はプロセスは本発明を実施する際に必ず必要とされるとは限らないことが、当業者によっ
て理解されるに違いない。
【０２１０】
　当業者は、実施形態で提供されたデバイスのモジュールが、実施形態の説明に従って分
散されるようにしてデバイスで構成可能であり、あるいは実施形態で説明されたデバイス
と異なる1つまたは複数のデバイスで構成可能であることを理解するであろう。実施形態
のモジュールは、1つのモジュールへと組み合わされても、または複数のサブモジュール
へと分割されてもよい。
【０２１１】
　最後に、実施形態は、本発明を限定するのではなく、本発明の技術的な解決策を説明す
るように意図されているに過ぎないことに留意されたい。本発明が実施形態に関連して詳
細に説明されているが、当業者は、当業者が、本発明の実施形態の技術的な解決策の発想
および範囲を逸脱することなく、実施形態で説明された技術的な解決策に対する修正をや
はり行うことができ、またはそれらの技術的な解決策の一部の技術的な特徴に対して均等
な置換えを行うことができることを理解するはずである。
【符号の説明】



(38) JP 5773376 B2 2015.9.2

10

【０２１２】
　　1101　第1の受信モジュール
　　1102　解放モジュール
　　1103　第1の送信モジュール
　　1104　第2の送信モジュール
　　1301　第1の判定モジュール
　　1302　第3の送信モジュール
　　1303　第2の受信モジュール
　　1304　第3の受信モジュール
　　1501　第4の送信モジュール
　　1502　第4の受信モジュール
　　1503　第2の判定モジュール
　　1504　第5の受信モジュール
　　1701　監視モジュール
　　1702　リソース解放モジュール
　　1703　メッセージ送信モジュール
　　1704　メッセージ受信モジュール

【図１】 【図２】
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